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1

令
和

２
年

度
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
指

導
監

査
実

施
方

針
 

  １
 

基
本

方
針

 

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

及
び

児
童

福
祉

法
に

規
定

す
る

事
業

（
以

下
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

等
」
と

い
う

。
）
の

実
施

に
当

た
り

，
両

法
及

び
関

連
法

令
の

規
定

に
基

づ
き
，

①
法

令
遵

守
を

徹
底

し
，

適
正

な
事

業
の

運
営

及
び

事
業

の
透

明
性

の
確

保
が

な
さ

れ
て

い
る

か
，

②
利

用
者
の

尊
厳

が
保

持
さ

れ
利

用
者

本
位

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

な
さ

れ
て

い
る

か
，

③
②

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

対
し

，
適
正

な
給

付
が

な
さ

れ
て

い
る

か
，

④
適

切
な

防
災

，
防

犯
対

策
や

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
が

行
わ

れ
て

い
る

か
，
⑤

利
用

者
等

の
個

人
情

報
が

安
全

な
管

理
や

適
切

な
取

り
扱

い
を

し
て

い
る

か
な

ど
の

観
点

か
ら

，
障

害
福

祉
サ
ー

ビ
ス

事
業

等
を

行
う

事
業

者
（

以
下
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）
に

対
し

，
指

導
監

査
を

行
う

。
 

な
お

，
指

導
に

つ
い

て
は

，
上

記
及

び
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
観

点
か

ら
，

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
育

成
・

支
援

に
主

眼
を

置
い

て
実

施
す

る
。

 
ま

た
，

監
査

に
つ

い
て

は
，

法
令

・
指

定
基

準
等

へ
の

違
反

，
給

付
費

の
不

正
請

求
又

は
不

適
切

な
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
，
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
及

び
児

童
福

祉
法

で
定

め
ら

れ
た

権
限
（

改
善

勧
告

，
改

善
命

令
，
指

定
の

効
力

の
全

部
又

は
一

部
停

止
，
指

定
の

取
消
）

を
適

切
に

行
使

し
，

障
害

福
祉

制
度

へ
の

信
頼

を
維

持
し

，
利

用
者

を
保

護
す

る
こ

と
に

主
眼

を
置

い
て

，
機
動

的
に

行
う

こ
と

と
す

る
。

特
に

，
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

不
正

受
給

や
利

用
者

に
対

す
る

身
体

拘
束
等

の
虐

待
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
，

制
度

の
根

幹
を

揺
る

が
す

と
と

も
に

，
人

権
に

関
わ

る
問

題
で

あ
る

こ
と
か

ら
，

厳
正

に
対

処
す

る
。

 
 ２

 
根

拠
法

令
等

 

（
１

）
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

平
成

１
７

年
法

律
第

１
２

３
 

 
 

号
。

以
下

「
障

害
法

」
と

い
う

。
）

 
（

２
）

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

。
以

下
「

児
童

法
」

と
い

う
。
）

 
（

３
）

障
害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
指

導
実

施
要

綱
（

平
成

３
０

年
４

月
１

日
施

行
）

 
（

４
）

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

監
査

実
施

要
綱

（
平

成
３

１
年

４
月

１
日

施
行

）
 

（
５

）
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

指
導

実
施

要
綱

（
平

成
３

０
年

５
月

１
５

日
施

行
）

 
（

６
）

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
監

査
実

施
要

綱
（

平
成

３
１

年
４

月
１

日
施

行
）

 
 ３

 
対

象
施

設
及

び
事

業
所

 

（
１

）
指

定
障

害
者

支
援

施
設

及
び

指
定

障
害

児
入

所
施

設
（

以
下

「
障

害
者

支
援

施
設

等
」

と
い

う
。
）

 
（

２
）

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
，

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

者
，

指
定

特
定

相
談

支
援

事
業

者
及

び
指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

，
並

び
に

指
定

障
害

児
相

談
支

援
事

業
者

が
開

設
す

る
事

業
所

（
以

下
「

そ
の

他
事

業
所

」
と

い
う

。
）

 
 ４

 
指

導
形

態
 

（
１

）
集

団
指

導
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

を
一

定
の

場
所

に
集

め
て

，
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
等

の
取

扱
い

や
介

護

給
付

費
，
訓

練
等

給
付

費
，
療

養
介

護
医

療
費

，
計

画
相

談
支

援
給

付
費

若
し

く
は

特
定

障
害

者
特

別
給

付
費

，

障
害

児
通

所
給

付
費

及
び

障
害

児
入

所
給

付
費

並
び

に
障

害
児

相
談

支
援

給
付

費
（

以
下
「

給
付

費
」
と

い
う

。
）

の
請

求
の

内
容

，
制

度
改

正
内

容
，

過
去

の
指

導
事

例
等

に
つ

い
て

，
講

習
等

の
方

法
に

よ
り

行
う

。
 

（
２

）
実

地
指

導
 

障
害

者
支

援
施

設
等

及
び

そ
の

他
事

業
所
（

以
下
「

事
業

所
等

」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
，
設

備
の

確
認

や
関

係
書

類
の

閲
覧

を
行

い
，

関
係

者
か

ら
関

係
書

類
等

を
基

に
説

明
を

求
め

る
面

談
方

式
に

よ
り

行
う

。
 

 

５
 

集
団

指
導

 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

を
対

象
に

，
年

１
回

実
施

す
る

。
 

 ６
 

実
地

指
導

 

（
１

）
対

象
選

定
方

法
 

実
地

指
導

の
対

象
と

な
る

事
業

所
等

に
つ

い
て

は
，

３
年

に
１

回
を

目
安

と
し

て
過

去
の

実
地

指
導

時
期

や

指
導

経
過

等
を

踏
ま

え
選

定
す

る
。

(た
だ

し
，
指

定
障

害
者

支
援

施
設

は
，
２

年
に

１
回

，
指

定
障

害
児

入
所

施
設

及
び

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

は
１

年
に

１
回

を
目

安
と

す
る

。
) 

た
だ

し
，

京
都

介
護

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
第

三
者

評
価

等
支

援
機

構
に

よ
る

第
三

者
評

価
を

定
期

的
に

受
診

し

て
い

る
事

業
所

等
に

つ
い

て
は

，
６

年
に

１
回

を
目

安
と

す
る

。
(指

定
障

害
者

支
援

施
設

，
指

定
障

害
児

入
所

施
設

及
び

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

を
除

く
。

) 
ま

た
，

新
規

指
定

及
び

既
存

事
業

拡
大

の
計

画
を

有
す

る
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
が

開
設

す
る

事
業

所
等

に
つ

い
て

も
，

原
則

と
し

て
実

地
指

導
の

対
象

と
す

る
。

 
な

お
，

本
市

が
必

要
と

認
め

る
場

合
は

，
目

安
と

す
る

頻
度

に
か

か
わ

ら
ず

随
時

実
施

す
る

。
 

（
２

）
実

地
指

導
体

制
 

実
地

指
導

は
，

原
則

２
名

以
上

の
指

導
班

を
編

成
し

実
施

す
る

。
 

（
３

）
指

導
日

数
 

ア
 

指
定

障
害

者
支

援
施

設
等

：
原

則
１

日
 

イ
 

そ
の

他
事

業
所

：
原

則
半

日
（

た
だ

し
，

施
設

併
設

の
場

合
は

１
日

も
あ

り
得

る
。
）

 
（

４
）

指
導

の
重

点
事

項
 

ア
 

法
令

遵
守

事
項

 
○

 
人

員
，

設
備

及
び

運
営

の
状

況
 

・
必

要
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

人
員

の
配

置
状

況
 

・
必

要
な

設
備

，
備

品
の

整
備

状
況

 
・

利
用

者
等

に
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

金
銭

の
範

囲
等

 
 

 
 

○
 

業
務

管
理

体
制

の
整

備
の

状
況

 
 

 
 

 
・

法
令

遵
守

責
任

者
の

役
割

及
び

そ
の

業
務

の
状

況
 

 
 

 
 

・
業

務
が

法
令

に
適

合
す

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

の
規

定
の

整
備

等
 

イ
 

給
付

費
の

算
定

等
に

係
る

事
項

 
 

○
 

加
算

算
定

に
お

い
て

の
算

定
要

件
の

十
分

な
理

解
 

 
○

 
加

算
の

算
定

根
拠

資
料

の
十

分
な

整
備

等
 

ウ
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
項

 
○

 
利

用
者

本
位

の
個

別
支

援
計

画
の

策
定

及
び

そ
れ

ら
に

基
づ

く
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
 

○
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
の

充
実

等
に

よ
る

事
業

運
営

の
透

明
性

の
確

保
 

○
 
身

体
拘

束
の

廃
止

な
ど

利
用

者
の

権
利

擁
護

，
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
向

け
た

取
組

 
エ

 
防

災
，

防
犯

対
策

関
連

事
項

 
○

 
非

常
災

害
に

関
す

る
具

体
的

計
画

（
火

災
，

水
害

・
土

砂
災

害
，

地
震

等
に

対
処

す
る

た
め

の
計

画
）

の
作

成
，

関
係

機
関

へ
の

通
報

及
び

連
携

体
制

の
整

備
 

○
 

非
常

災
害

に
関

す
る

具
体

的
計

画
の

従
業

者
へ

の
周

知
，

定
期

的
な

避
難

，
救

出
そ

の
他

の
訓

練
の

実

施
 

○
 

防
犯

設
備

の
整

備
・

点
検

 
○

 
関

係
機

関
や

地
域

住
民

等
と

の
協

力
・

連
携

体
制

の
構

築
 

 
 

オ
 
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

関
連

事
項

 
 

 
 

○
 

事
故

発
生

時
及

び
緊

急
時

の
対

応
，

衛
生

管
理

等
に

係
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

，
従

業
者

へ
の

周
知

 
○

 
苦

情
解

決
体

制
の

整
備

，
苦

情
処

理
に

係
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

及
び

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
っ

た
適

切
な

処
理

 



2

カ
 

個
人

情
報

保
護

に
係

る
事

項
 

 
〇

 
安

全
管

理
措

置
等

の
手

法
例

 

 
 

 
 

・
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
規

程
・

規
則

等
の

策
定

 

 
 

 
 

・
個

人
情

報
を

含
む

記
憶

媒
体

（
パ

ソ
コ

ン
，

U
S
B
，

デ
ジ

タ
ル

カ
メ

ラ
，

書
面

等
）

の
取

扱
い

ル
ー

ル
 

（
適

切
な

取
得

，
利

用
，

保
管

の
方

法
等

）
の

作
成

 

 
 

 
 

・
個

人
情

報
に

係
る

職
員

研
修

等
の

実
施

 

 ７
 

監
査

 

（
１

）
監

査
の

実
施

 
次

に
示

す
状

況
を

踏
ま

え
て

，
指

定
基

準
違

反
等

の
確

認
が

必
要

と
認

め
る

場
合

に
速

や
か

に
行

う
。

 
ア

 
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

や
家

族
，

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
従

業
者

等
か

ら
の

通
報

・
苦

情
・

相
談

等

に
基

づ
く

情
報

 
イ

 
京

都
府

，
京

都
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
等

か
ら

の
情

報
提

供
 

ウ
 

給
付

費
の

請
求

デ
ー

タ
等

の
分

析
か

ら
特

異
傾

向
を

示
す

事
業

者
 

エ
 

正
当

な
理

由
な

く
，

実
地

指
導

を
拒

否
し

，
若

し
く

は
虚

偽
の

報
告

等
を

し
た

と
き

 
オ

 
実

地
指

導
に

お
い

て
確

認
し

た
指

定
基

準
違

反
等

の
疑

い
（

実
地

指
導

を
中

止
し

，
直

ち
に

監
査

を
行

う

場
合

も
あ

る
。
）

 
（

２
）

監
査

体
制

 
監

査
は

，
２

名
以

上
の

監
査

班
を

編
成

し
実

施
す

る
。

 
 ８

 
指

導
・

監
査

後
の

処
理

 

（
１

）
文

書
指

摘
 

実
地

指
導

に
お

い
て

は
，

そ
の

結
果

を
口

頭
に

よ
り

指
摘

す
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

が
，

法
令

基
準

違
反

の

事
実

が
あ
り

，
改

善
を

要
す

る
と

認
め

ら
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

，
当

該
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対

し
，

文
書

指
摘

と
し

て
書

面
で

通
知

し
，

原
則

と
し

て
１

箇
月

以
内

に
改

善
報

告
書

の
提

出
を

求
め

る
。

 
（

２
）

自
主

点
検

及
び

自
主

返
還

指
示

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
す

る
実

地
指

導
に

お
い

て
，

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

内
容

，
給

付
費

の
算

定
又

は
そ

の
請

求
に

関
し

不
当

な
事

実
を

確
認

し
た

と
き

は
，

当
該

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

し
，

当
該

指
摘

事
項

に
関

し
，

指
導

を
行

っ
た

月
の

前
５

年
間

に
つ

い
て

，
自

主
点

検
の

う
え

，
そ

の
結

果
を

報
告

さ
せ

る
も

の
と

し
，

給
付

費
を

返
還

す
べ

き
内

容
が

確
認

さ
れ

た
と

き
は

，
自

主
返

還
の

指
示

を
行

う
。

 
ま

た
，

該
当

す
る

市
町

村
に

対
し

，
当

該
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

名
称

，
返

還
金

額
等

，
必

要
な

事
項

を
通

知
す

る
。

 
（

３
）

勧
告

 
監

査
の

結
果

，
法

令
基

準
違

反
の

事
実

が
確

認
さ

れ
，

当
該

違
反

の
規

模
，

期
間

，
内

容
，

改
善

の
可

能
性

等
を

勘
案

し
，
上

記
(1

)の
文

書
指

摘
よ

り
強

力
に

指
導

を
行

う
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，
当

該
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

，
期

限
を

定
め

て
当

該
基

準
を

遵
守

す
る

よ
う

勧
告

し
，

当
該

勧
告

に
係

る
改

善
措

置
の

履
行

状
況

に
つ

い
て

報
告

を
求

め
る

。
 

（
４

）
業

務
改

善
命

令
 

上
記

(3
)の

勧
告

を
受

け
た

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

が
，
正

当
な

理
由

な
く

当
該

勧
告

に
係

る
改

善
措

置
を

採
ら

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
勧

告
に

係
る

基
準

違
反

の
規

模
，

期
間

，
内

容
等

を
勘

案
し

，
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

，
当

該
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

，
期

限
を

定
め

て
勧

告
に

係
る

措
置

を
と

る
よ

う
業

務
改

善
命

令
を

行
い

，
当

該
命

令
に

係
る

改
善

措
置

の
履

行
状

況
に

つ
い

て
報

告
を

求
め

る
。

 
な

お
，

同
命

令
を

行
っ

た
場

合
は

，
そ

の
旨

を
速

や
か

に
公

示
す

る
と

と
も

に
，

京
都

府
及

び
京

都
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
に

連
絡

す
る

。
 

（
５

）
指

定
の

取
消

又
は

効
力

停
止

 

監
査

の
結

果
，

指
定

の
取

消
又

は
効

力
停

止
処

分
事

由
に

該
当

す
る

事
実

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

当
該

事

実
の

内
容

，
悪

質
性

及
び

重
大

性
，

改
善

の
可

能
性

等
を

勘
案

し
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

，
当

該
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

指
定

を
取

り
消

し
又

は
期

間
を

定
め

て
そ

の
効

力
を

停
止

す
る

。
 

な
お

，
指

定
の

取
消

又
は

効
力

停
止

を
行

っ
た

場
合

は
，

そ
の

旨
を

速
や

か
に

公
示

す
る

と
と

も
に

，
京

都

府
及

び
京

都
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
に

連
絡

す
る

。
 

（
６

）
加

算
金

 
監

査
の

結
果

，
給

付
費

の
返

還
が

生
じ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

が
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
に

よ
り

給
付

費
の

支
払

い
を

受
け

て
い

た
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
と

き
は

，
過

去
５

年
間

に
つ

い
て

返
還

金
を

確
定

し
，

当
該

返
還

額
に

加
え

，
障

害
法

第
８

条
第

２
項

，
児

童
法

第
５

７
条

の
２

第
２

項
及

び
第

５
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
額

に
１

０
０

分
の

４
０

を
乗

じ
て

得
た

額
を

支
払

う
よ

う
，

当
該

障
害

福
祉

サ
ー

ビ

ス
事

業
者

等
に

指
示

す
る

と
と

も
に

，
当

該
給

付
に

関
係

す
る

市
町

村
に

対
し

，
支

払
い

を
求

め
る

よ
う

通
知

す
る

。
 

（
７

）
公

表
 

上
記

(3
) の

勧
告

を
行

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

，
期

限
ま

で
に

改
善

措
置

が
履

行
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
は

，
法

令

基
準

違
反

の
程

度
を

勘
案

し
，
ま

た
上

記
(4

)の
業

務
改

善
命

令
又

は
上

記
(5

)の
指

定
の

取
消

又
は

効
力

停
止

の

処
分

を
行

っ
た

場
合

は
原

則
と

し
て

，
そ

の
旨

を
公

表
す

る
。

 
（

８
）

聴
聞

等
 

上
記

(4
)の

業
務

改
善

命
令

及
び

上
記

(5
)の

指
定

の
取

消
又

は
効

力
停

止
の

処
分

を
行

お
う

と
す

る
場

合
に

は
，

行
政

手
続

法
（

平
成

５
年

法
律

第
８

８
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

聴
聞

又
は

弁
明

の
機

会
付

与
の

手
続

き
を

行
う

。
た

だ
し

，
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

，
こ

れ
ら

の
手

続
き

を
と

る
こ

と
を

要
し

な
い

場
合

を
除

く
。

 
（

９
）

刑
事

告
発

 
悪

質
と

認
め

る
不

正
請

求
や

虚
偽

報
告

，
検

査
忌

避
等

に
つ

い
て

は
，

刑
事

告
発

を
検

討
す

る
。

 
 ９

 
令

和
２
年

度
に

お
け

る
実

施
計

画
 

（
１

）
集

団
指

導
 

令
和

２
年

６
月

４
日

（
木

）
に

開
催

 
（

２
）

実
地

指
導

 
令

和
２

年
４

月
～

令
和

３
年

３
月

に
実

施
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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
指
導
実
施
要
綱
 

  （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
，
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法
 

律
第
１
２
３

号
。
以
下
「
障
害
法
」
と
い

う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
提
出
等
及

び
そ
れ
に
基

づ
く
措
置
と

し
て
，
次
の
各
号
に
定
め
る

者
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
京

都
市
が
行
う

自
立
支
援
給
付
（
以
下
「
給

付
費
」
と
い
う
。
）
に
係
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容

並
び
に
給
付

費
の
請
求
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
，
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
確
保

及
び
給
付
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
１
）
居
宅
介
護
，
重
度
訪
問
介
護
，
同
行
援
護
，
行
動
援
護
，
療
養
介
護
，
生
活
介
護
，
短
期
入
所
，
重
度
障
害
者
 

 
 
等
包
括
支
援
，
施
設
入
所
支
援
，
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
），

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
），

就
労
移
行
支
援
，
就
労

継
続
支
援
Ａ
型
，
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
，
就
労
定
着
支
援
，
自
立
生
活
援
助
，
共
同
生
活
援
助
，
地
域
移
行
支
援
，

地
域
定
着
支
援
及
び
計
画
相
談
支
援
を
行
う
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ

た
者
 

（
２
）
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
 

 
 
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
３
）
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
 

 
 
設
等
の
設
置
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
４
）
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
，
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又
 

 
 
は
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
，
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
 

 
 
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

 （
指
導
方
針
）
 

第
２
条
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
は
，
次
の
各
号
に
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
取
扱
い
 

 
や
給
付
費
の
請
求
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
，
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
実
施
す
る
。
 

（
１
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 

 
 
の
事
業
等
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
１
８
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
７
１
号
）
 

（
２
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
 

 
 
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
１
８
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
７
２
号
）
 

（
３
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
 

 
 
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
令
第
２
７
号
）
 

（
４
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
 

 
 
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
令
第
２
８
号
）
 

（
５
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 

 
 
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
１
８
年
厚
生
労
働
省
 

 
 
告
示
第
５
２
３
号
）
 

（
６
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
 

 
 
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
１
２
４
号
）
 

（
７
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
 

 
 
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
１
２
５
号
）
 

（
８
）
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
１
８
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
５
３
９
号
）
 

（
９
）
京
都
市
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
事
業
及
び
施
設
の
 

 
 
人
員
，
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
５
年
京
都
市
条
例
第
３
８
号
）
 

 （
指
導
体
制
）
 

第
３
条
 
指
導
は
，
保
健
福
祉
局
保
健
福
祉
部
監
査
指
導
課
の
職
員
が
，
所
属
長
の
指
示
を
受
け
実
施
す
る
。
 

 

（
指
導
形
態
）
 

第
４
条
 
指
導
形
態
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
集
団
指
導
 

 
 
 
集
団
指
導
は
，
京
都
市
が
指
定
の
権
限
を
持
つ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，
必
要
な
指
導
の
内
容
 

 
 
に
応
じ
，
一
定
の
場
所
に
集
め
て
講
習
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

（
２
）
実
地
指
導
 

 
 
 
実
地
指
導
は
，
指
導
の
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
事
業
所
に
お
い
て
実
地
に
行
う
。
 

 （
指
導
対
象
の
選
定
基
準
）
 

第
５
条
 
指
導
は
，
全
て
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
対
象
と
す
る
が
，
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
指
導
を
行
う
 

 
観
点
か
ら
，
指
導
形
態
に
応
じ
て
，
次
の
基
準
に
基
づ
き
対
象
の
選
定
を
行
う
。
 

（
１
）
集
団
指
導
の
選
定
基
準
 

 
 
 
全
て
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
つ
い
て
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
取
扱
い
，
給
付
費
の
請
求
の
内
 

 
 
容
，
制
度
改
正
内
容
並
び
に
障
害
者
虐
待
事
案
を
は
じ
め
と
し
た
過
去
の
指
導
事
例
等
に
基
づ
く
指
導
内
容
に
応

じ
て
選
定
す
る
。
 

（
２
）
実
地
指
導
の
選
定
基
準
 

 
 
 
全
て
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
う
ち
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
毎
年
度
，
別
に
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
指
導
監
査
実
施
方
針
に
基
づ
き
選
定
し
た
障
害
福
祉
 

 
 
 
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
 

 
 
イ
 
次
に
示
す
情
報
を
踏
ま
え
て
，
指
導
が
必
要
と
認
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
 

 
 
（
ア
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
や
家
族
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
従
業
者
等
か
ら
の
通
報
・
 

 
 
 
 
苦
情
・
相
談
等
に
基
づ
く
情
報
 

 
 
（
イ
）
京
都
府
等
か
ら
の
情
報
提
供
 

 
 
ウ
 
そ
の
他
特
に
実
地
指
導
が
必
要
と
認
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
 

 （
指
導
方
法
）
 

第
６
条
 
指
導
方
法
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
集
団
指
導
 

 
 
ア
 
集
団
指
導
通
知
 

 
 
 
 
指
導
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
決
定
し
た
と
き
は
，
あ
ら
か
じ
め
集
団
指
導
の
日
時
，
 

 
 
 
場
所
，
出
席
者
，
指
導
内
容
等
を
文
書
等
に
よ
り
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
す
る
。
 

 
 
イ
 
指
導
方
法
 

 
 
 
 
集
団
指
導
は
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
取
扱
い
，
給
付
費
の
請
求
の
内
容
，
制
度
改
正
内
容
並
び
に
障
害
 

 
 
 
者
虐
待
事
案
を
は
じ
め
と
し
た
過
去
の
指
導
事
例
等
に
つ
い
て
講
習
等
の
方
式
で
行
う
。
 

 
 
 
 
な
お
，
集
団
指
導
に
欠
席
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
は
，
個
別
に
実
地
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
 

 
 
 
等
に
よ
り
必
要
書
類
を
渡
す
な
ど
，
必
要
な
情
報
提
供
に
努
め
る
。
 

（
２
）
実
地
指
導
 

 
 
ア
 
実
地
指
導
体
制
 

 
 
 
 
実
地
指
導
は
，
原
則
２
名
以
上
の
指
導
班
を
編
成
し
実
施
す
る
。
 

 
 
イ
 
実
地
指
導
通
知
 

 
 
 
 
指
導
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
決
定
し
た
と
き
は
，
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
 

 
 
 
げ
る
事
項
を
文
書
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
通
知
す
る
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
，
指
導
対
象
と
な
る
事
業
所
に
お
い
て
障
害
者
虐
待
が
疑
わ
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
，
あ
ら

か
じ

め
通

知
し

た
の

で
は

当
該

事
業

所
の

日
常

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
指
導
開
始
時
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
（
ア
）
根
拠
規
定
 

 
 
（
イ
）
日
時
及
び
場
所
 

 
 
（
ウ
）
担
当
者
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（
エ
）
出
席
者
 

 
 
（
オ
）
準
備
す
べ
き
書
類
等
 

 
 
ウ
 
事
前
資
料
の
提
出
 

 
 
 
 
実
地
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
事
前
資
料
の
提
出
を
求
め
る
。
 

 
 
エ
 
指
導
方
法
 

 
 
 
 
実
地
指
導
は
，
第
２
条
に
定
め
る
指
導
方
針
に
基
づ
き
，
設
備
の
確
認
や
関
係
書
類
の
閲
覧
を
行
い
，
関
係
 

 
 
 
者
か
ら
関
係
書
類
等
を
基
に
説
明
を
求
め
面
談
方
式
に
よ
り
行
う
。
 

 
 
オ
 
講
評
 

 
 
 
 
実
地
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
実
地
指
導
終
了
後
，
現
地
に
お
い
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
責
 

 
 
 
任
者
等
に
対
し
て
，
口
頭
で
講
評
を
行
う
。
 

 （
指
導
結
果
の
通
知
等
）
 

第
７
条
 
実
地
指
導
の
結
果
，
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
及
び
給
付
費
の
請
求
に
つ
い
て
過
誤
に
よ
る
調
整
 

 
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
後
日
，
文
書
に
よ
っ
て
そ
の
旨
の
通
知
を
行
う
。
 

２
 
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
て
，
文
書
で
通
知
し
た
事
項
に
つ
い
て
，
文
書
に
よ
り
報
告
を
求
め
 

 
る
。
 

 （
監
査
へ
の
変
更
）
 

第
８
条
 
実
地
指
導
中
に
次
の
各
号
に
該
当
す
る
状
況
を
確
認
し
た
場
合
は
，
実
地
指
導
を
中
止
し
，
直
ち
に
障
害
福
 

 
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
監
査
を
行
う
。
 

（
１
）
著
し
い
運
営
基
準
違
反
が
確
認
さ
れ
，
利
用
者
及
び
入
所
者
等
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

（
２
）
給
付
費
の
請
求
に
誤
り
が
確
認
さ
れ
，
そ
の
内
容
が
著
し
く
不
正
な
請
求
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

 （
京
都
府
等
へ
の
情
報
提
供
）
 

第
９
条
 
指
導
結
果
及
び
改
善
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
京
都
府
等
に
情
報
提
供
す
る
。
 

 （
指
摘
に
伴
う
自
主
返
還
措
置
）
 

第
１
０
条
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
実
地
指
導
に
お
い
て
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
，
給
付
 

 
費
の
算
定
又
は
そ
の
請
求
に
関
し
不
当
な
事
実
を
確
認
し
た
と
き
は
，当

該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，
 

 
指
摘
を
行
っ
た
事
項
に
係
る
自
主
点
検
の
指
示
を
行
う
。
 

 
 
こ
の
場
合
，
指
摘
を
行
っ
た
事
項
に
つ
い
て
，
全
利
用
者
の
給
付
費
明
細
書
等
関
係
書
類
を
対
象
に
，
指
導
を
行
 

 
っ
た
月
の
前
５
年
間
に
つ
い
て
，
自
主
点
検
の
う
え
，
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
も
の
と
し
，
返
還
す
べ
き
内
容
が
 

 
確
認
さ
れ
た
と
き
は
，
自
主
返
還
の
指
示
を
行
う
。
 

２
 
該
当
す
る
京
都
市
以
外
の
市
町
村
に
対
し
，
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
名
称
，
返
還
金
額
等
，
必
要
 

 
な
事
項
を
通
知
す
る
。
 

３
 
一
定
期
間
を
経
過
し
て
も
返
還
が
行
わ
れ
な
い
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
て
は
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
 

 
ス
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
基
づ
き
速
や
か
に
監
査
を
実
施
す
る
。
 

 （
指
導
の
拒
否
へ
の
対
応
）
 

第
１
１
条
 
正
当
な
理
由
が
な
く
実
地
指
導
を
拒
否
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
つ
い
て
，
他
に
事
業
の
適
 

 
正
な
運
営
を
確
認
す
る
方
法
が
な
い
場
合
は
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
基
づ
き
速
や
か
に
 

 
監
査
を
行
う
。
 

 （
法
に
基
づ
く
権
限
行
使
）
 

第
１
２
条
 
第
６
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
，
障
害
法
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
限
の
行
使
を
妨
げ
な

い
。
 

 

（
委
任
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
４
年
４
月
１
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
５
年
９
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
８
年
４
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
  
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
  
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
指
導
実
施
要
綱
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
，
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
。
以
下
「
児
童
法
」
と
い
う
。）

第
２
１
条
の

５
の
２
２
，
第
２
４
条
の
１
５
，
第
２
４
条
の
３
４
及
び
第
５
７
条
の
３
の
２
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
等
及
び

そ
れ
に
基
づ

く
措
置
と
し
て
，
次
の
各
号

に
定
め
る
者
（
以
下
「
障
害

児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
と

い
う
。
）
に
対

し
て
京
都
市
が
行
う
障
害
児
通
所
給
付
費
，
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
（
以
下
「
給
付
費
」

と
い
う
。
）
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援

，
指
定
入
所
支
援
及
び
指
定

障
害
児
相
談
支
援
（
以
下
「

指
定
障
害
児

通
所
支
援
等

」
と
い
う
。
）
の
内
容
並
び
に
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
指

導
に
つ
い
て
，
基
本
的
事
項

を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
，
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
質
の
確
保
及
び
給
付
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
１
）
児
童
発
達
支
援
，
医
療
型
児
童
発
達
支
援
，
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
，
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
，
保
育

所
等
訪
問
支
援
，
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
及
び
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
並
び
に
障
害
児
相
談
支
援
を
行
う
者

若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
 

（
２
）
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事

業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
３
）
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
児
入
所
施

設
等
の
設
置
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
４
）
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事

業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

 （
指
導
方
針
）
 

第
２
条
 
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
は
，
次
の
各
号
に
定
め
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
取
扱
い

や
給
付
費
の
請
求
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
，
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
実
施
す
る
。
 

（
１
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚

生
労
働
省
令
第
１
５
号
）
 

（
２
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚

生
労
働
省
令
第
１
６
号
）
 

（
３
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生

労
働
省
令
第
２
９
号
）
 

（
４
）
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
２
３
年
厚
生
省
令
第
６
３
号
）
 

（
５
）
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
１
２
８
号
）
 

（
６
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 

 
 
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
１
２
２
号
）
 

（
７
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
生
労
働
 

 
 
省
告
示
第
１
２
３
号
）
 

（
８
）
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
４
年
厚
 

 
 
生
労
働
省
告
示
第
１
２
６
号
）
 

（
９
）
京
都
市
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
及
び
施
設
の
人
員
，
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
 

 
 
５
年
京
都
市
条
例
第
３
６
号
）
 

 （
指
導
体
制
）
 

第
３
条
 
指
導
は
，
子
ど
も
若
者
は
ぐ
く
み
局
は
ぐ
く
み
創
造
推
進
室
の
職
員
が
，
児
童
施
設
監
査
指
導
課
長
の
指
示
 

 
を
受
け
実
施
す
る
。
 

 （
指
導
形
態
）
 

第
４
条
 
指
導
形
態
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
集
団
指
導
 

 
 
 
集
団
指
導
は
，
京
都
市
が
指
定
の
権
限
を
持
つ
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
し
，
必
要
な
指
導
の
内
容
に

応
じ
，
一
定
の
場
所
に
集
め
て
講
習
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

（
２
）
実
地
指
導
 

 
 
 
実
地
指
導
は
，
指
導
の
対
象
と
な
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
事
業
所
に
お
い
て
実
地
に
行
う
。
 

 （
指
導
対
象
の
選
定
基
準
）
 

第
５
条
 
指
導
は
，
全
て
の
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
対
象
と
す
る
が
，
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
指
導
を
行
う
観

点
か
ら
，
指
導
形
態
に
応
じ
て
，
次
の
基
準
に
基
づ
き
対
象
の
選
定
を
行
う
。
 

（
１
）
集
団
指
導
の
選
定
基
準
 

 
 
 
全
て
の
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
つ
い
て
，
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
取
扱
い
，
給
付
費
の
請
求
の
内

容
，
制
度
改
正
内
容
及
び
障
害
児
虐
待
事
案
を
は
じ
め
と
し
た
過
去
の
指
導
事
例
等
に
基
づ
く
指
導
内
容
に
応
じ

て
選
定
す
る
。
 

（
２
）
実
地
指
導
の
選
定
基
準
 

 
 
 
全
て
の
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
う
ち
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
毎
年
度
，
別
に
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
指
導
監
査
実
施
方
針
に
基
づ
き
選
定
し
た
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
等
 

 
 
イ
 
次
に
示
す
情
報
を
踏
ま
え
て
，
指
導
が
必
要
と
認
め
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
 

 
 
（
ア
）
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
利
用
者
や
家
族
，
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
従
業
者
等
か
ら
の
通
報
・
 

 
 
 
 
苦
情
・
相
談
等
に
基
づ
く
情
報
 

 
 
（
イ
）
京
都
府
等
か
ら
の
情
報
提
供
 

 
 
ウ
 
そ
の
他
特
に
実
地
指
導
が
必
要
と
認
め
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
 

 （
指
導
方
法
）
 

第
６
条
 
指
導
方
法
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
集
団
指
導
 

 
 
ア
 
集
団
指
導
通
知
 

 
 
 
 
指
導
対
象
と
な
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
決
定
し
た
と
き
は
，
あ
ら
か
じ
め
集
団
指
導
の
日
時
，
 

 
 
 
場
所
，
出
席
者
，
指
導
内
容
等
を
文
書
等
に
よ
り
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
通
知
す
る
。
 

 
 
イ
 
指
導
方
法
 

 
 
 
 
集
団
指
導
は
，
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
取
扱
い
，
給
付
費
の
請
求
の
内
容
，
制
度
改
正
内
容
及
び
障
害

児
虐
待
事
案
を
は
じ
め
と
し
た
過
去
の
指
導
事
例
等
に
つ
い
て
講
習
等
の
方
式
で
行
う
。
 

 
 
 
 
な
お
，
集
団
指
導
に
欠
席
し
た
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
は
，
個
別
に
実
地
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
等

に
よ
り
必
要
書
類
を
渡
す
な
ど
，
必
要
な
情
報
提
供
に
努
め
る
。
 

（
２
）
実
地
指
導
 

 
 
ア
 
実
地
指
導
体
制
 

 
 
 
 
実
地
指
導
は
，
原
則
２
名
以
上
の
指
導
班
を
編
成
し
実
施
す
る
。
 

 
 
イ
 
実
地
指
導
通
知
 

 
 
 
 
指
導
対
象
と
な
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
決
定
し
た
と
き
は
，
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ

る
事
項
を
文
書
に
よ
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
通
知
す
る
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
，
指
導
対
象
と
な
る
事
業
所
に
お
い
て
障
害
児
虐
待
が
疑
わ
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
，
あ
ら

か
じ

め
通

知
し

た
の

で
は

当
該

事
業

所
の

日
常

に
お

け
る

支
援

の
提

供
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
な

い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
指
導
開
始
時
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
（
ア
）
根
拠
規
定
 

 
 
（
イ
）
日
時
及
び
場
所
 

 
 
（
ウ
）
担
当
者
 

 
 
（
エ
）
出
席
者
 

 
 
（
オ
）
準
備
す
べ
き
書
類
等
 

 
 
ウ
 
事
前
資
料
の
提
出
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実
地
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
事
前
資
料
の
提
出
を
求
め
る
。
 

 
 
エ
 
指
導
方
法
 

 
 
 
 
実
地
指
導
は
，
第
２
条
に
定
め
る
指
導
方
針
に
基
づ
き
，
設
備
の
確
認
や
関
係
書
類
の
閲
覧
を
行
い
，
関
係

者
か
ら
関
係
書
類
等
を
基
に
説
明
を
求
め
面
談
方
式
に
よ
り
行
う
。
 

 
 
オ
 
講
評
 

 
 
 
 
実
地
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
実
地
指
導
終
了
後
，
現
地
に
お
い
て
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
責
任

者
等
に
対
し
て
，
口
頭
で
講
評
を
行
う
。
 

 （
指
導
結
果
の
通
知
等
）
 

第
７
条
 
実
地
指
導
の
結
果
，
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
及
び
給
付
費
の
請
求
に
つ
い
て
過
誤
に
よ
る
調
整

を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
後
日
，
文
書
に
よ
っ
て
そ
の
旨
の
通
知
を
行
う
。
 

２
 
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
し
て
，文

書
で
通
知
し
た
事
項
に
つ
い
て
，文

書
に
よ
り
報
告
を
求
め
る
。
 

 （
監
査
へ
の
変
更
）
 

第
８
条
 
実
地
指
導
中
に
次
の
各
号
に
該
当
す
る
状
況
を
確
認
し
た
場
合
は
，
実
地
指
導
を
中
止
し
，
直
ち
に
障
害
児

通
所
支
援
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
監
査
を
行
う
。
 

（
１
）
著
し
い
運
営
基
準
違
反
が
確
認
さ
れ
，
利
用
者
及
び
入
所
者
等
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

（
２
）
給
付
費
の
請
求
に
誤
り
が
確
認
さ
れ
，
そ
の
内
容
が
著
し
く
不
正
な
請
求
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

 （
京
都
府
等
へ
の
情
報
提
供
）
 

第
９
条
 
指
導
結
果
及
び
改
善
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
京
都
府
等
に
情
報
提
供
す
る
。
 

 （
指
摘
に
伴
う
自
主
返
還
措
置
）
 

第
１
０
条
 
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
実
地
指
導
に
お
い
て
，
指
定
障
害
児
通
所
支
援
等
の
内
容
，
給
付

費
の
算
定
又
は
そ
の
請
求
に
関
し
不
当
な

事
実
を
確
認
し
た
と
き
は
，
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業

者
等
に
対
し
，

指
摘
を
行
っ
た
事
項
に
係
る
自
主
点
検
の
指
示
を
行
う
。
 

 
 
こ
の
場
合
，
指
摘
を
行
っ
た
事
項
に
つ
い
て
，
全
利
用
者
の
給
付
費
明
細
書
等
関
係
書
類
を
対
象
に
，
指
導
を
行

っ
た
月
の
前
５
年
間
に
つ
い
て
，
自
主
点
検
の
う
え
，
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
も
の
と
し
，
返
還
す
べ
き
内
容
が

確
認
さ
れ
た
と
き
は
，
自
主
返
還
の
指
示
を
行
う
。
 

２
 
該
当
す
る
京
都
市
以
外
の
市
町
村
に
対
し
，
当
該
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
名
称
，
返
還
金
額
等
，
必
要
な

事
項
を
通
知
す
る
。
 

３
 
一
定
期
間
を
経
過
し
て
も
返
還
が
行
わ
れ
な
い
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
対
し
て
は
，
障
害
児
通
所
支
援
事

業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
基
づ
き
速
や
か
に
監
査
を
実
施
す
る
。
 

 （
指
導
の
拒
否
へ
の
対
応
）
 

第
１
１
条
 
正
当
な
理
由
が
な
く
実
地
指
導
を
拒
否
し
た
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
に
つ
い
て
，
他
に
事
業
の
適
正

な
運
営
を
確
認
す
る
方
法
が
な
い
場
合
は
，
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
に
基
づ
き
速
や
か
に
監
査

を
行
う
。
 

 （
法
に
基
づ
く
権
限
行
使
）
 

第
１
２
条
 
第
６
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
，
児
童
法
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
限
の
行
使
を
妨
げ
な

い
。
 

 （
委
任
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
３
０
年
５
月
１
５
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
３
１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
監
査
実
施
要
綱
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
，
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
１
７
年
法

律
第
１
２
３

号
。
以
下
「
障
害
法
」
と
い

う
。
）
第
４
８
条
，
第
４
９
条

，
第
５
０
条
の
規
定
に
基
づ

き
，
次
の
各

号
に
定
め
る

者
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
京
都
市
が
行
う
自

立
支
援
給
付

（
以
下
「
給

付
費
」
と
い
う
。
）
に
係
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容

並
び
に
給
付
費
の
請
求
に
関

す
る
監
査
に

つ
い
て
，
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
，
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
確
保
及
び
給
付
の
適
正
化
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
１
）
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
２
）
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施

設
等
の
設
置
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

（
３
）
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
，
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
又

は
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
，
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所

の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
 

 （
監
査
方
針
）
 

第
２
条
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
監
査
は
，
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
に
つ
い
て
，
障
害
法
第

４
９
条
，
第
５
０
条
に
規
定
す
る
行
政
上
の
措
置
に
該
当
す
る
内
容
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
給
付
費
の
請
求
に
つ
い
て
，
不
正
若
し
く
は
著
し
い
不
当
が
疑
わ
れ
る
場
合
（
以
下
「
指

定
基
準
違
反
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
，

事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
し

，
公
正
か
つ
適
切
な
措
置
を

と
る
こ
と
を

主
眼
と
す
る
。
 

 （
監
査
体
制
）
 

第
３
条
 
監
査
は
，
保
健
福
祉
局
保
健
福
祉
部
監
査
指
導
課
の
職
員
が
，
所
属
長
の
指
示
を
受
け
実
施
す
る
。
 

 （
監
査
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
選
定
基
準
）
 

第
４
条
 
監
査
は
，次

の
各
号
に
示
す
状
況
を
踏
ま
え
て
，指

定
基
準
違
反
等
の
確
認
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
行
う
。
 

（
１
）
要
確
認
情
報
 

 
 
ア
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
や
家
族
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
従
業
者
等
か
ら
の
通
報
・
苦

情
・
相
談
等
に
基
づ
く
情
報
 

 
 
イ
 
京
都
府
等
か
ら
の
情
報
提
供
 

 
 
ウ
 
給
付
費
の
請
求
デ
ー
タ
等
の
分
析
か
ら
特
異
傾
向
を
示
す
事
業
者
 

 
 
エ
 
正
当
な
理
由
が
な
く
実
地
指
導
を
拒
否
し
た
と
き
 

（
２
）
実
地
指
導
に
お
い
て
確
認
し
た
指
定
基
準
違
反
等
 

 
 
 
障
害
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
き
指
導
を
行
っ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
つ
い
て
確
認
し
た
指
定

基
準
違
反
等
 

 （
監
査
方
法
）
 

第
５
条
 
監
査
方
法
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
監
査
体
制
 

 
 
 
監
査
は
，
２
名
以
上
の
監
査
班
を
編
成
し
実
施
す
る
。
 

（
２
）
報
告
等
 

 
 
 
指
定
基
準
違
反
等
の
確
認
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，
報
告
若
し
く

は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
，
出
頭
を
求
め
，
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し

て
質
問
さ
せ
，
若
し
く
は
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
等
に
立
ち
入
り
，
そ

の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
行
う
。
 

（
３
）
監
査
結
果
の
通
知
等
 

 
 
ア
 
監
査
の
結
果
，
改
善
勧
告
に
至
ら
な
い
軽
微
な
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
，
後
日
，

文
書
に
よ
っ
て
そ
の
旨
の
通
知
を
行
う
。
 

 
 
イ
 
報
告
書
の
提
出
 

 
 
 
 
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
て
，
文
書
で
通
知
し
た
事
項
に
つ
い
て
，
文
書
に
よ
り
報
告
を

求
め
る
。
 

 （
監
査
後
の
措
置
）
 

第
６
条
 
監
査
後
の
措
置
は
，
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
行
政
上
の
措
置
 

 
 
 
指
定
基
準
違
反
等
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
障
害
法
第
４
９
条
，
第
５
０
条
に
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
，
行

政
上
の
措
置
を
機
動
的
に
行
う
。
 

 
 
ア
 
勧
告
 

 
 
 
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
障
害
法
第
４
９
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
定
め
る
指
定
基
準
違
反
の
事
実

が
確
認
さ
れ
た
場
合
，
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，
期
限
を
定
め
て
，
文
書
に
よ
り
基
準
を

遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
，
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
勧
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
は
，
期
限
内
に
文
書
に
よ
り
報
告
を
行

う
。
 

 
 
イ
 
命
令
 

 
 
 
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
採
ら
な
か
っ
た
と
き
は
，

当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，
期
限
を
定
め
て
，
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
な
お
，
命
令
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
 
命
令
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
は
，
期
限
内
に
文
書
に
よ
り
報
告
を

行
う
。
 

 
 
ウ
 
指
定
の
取
消
し
等
 

 
 
 
 
指
定
基
準
違
反
等
の
内
容
等
が
障
害
法
第
５
０
条
第
１
項
各
号
及
び
同
条
第
３
項
で
準
用
す
る
同
条
第
１
項

各
号
（
第
１
２
号
を
除
く
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
，
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

等
に
係
る
指
定
を
取
り
消
し
，
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
す
る

こ
と
（
以
下
「
指
定
の
取
消
し
等
」
と
い
う
。）

が
で
き
る
。
 

（
２
）
聴
聞
等
 

 
 
 
監
査
の
結
果
，
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
命
令
又
は
指
定
の
取
消
し
等
の
処
分
（
以
下
「
取
消
処

分
等
」
と
い
う
。）

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
，
監
査
後
に
取
消
処
分
等
の
予
定
者
に
対
し
て
，
行
政
手

続
法
（
平
成
５
年
法
律
第
８
８
号
）
第
１
３
条
第
１
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
た
だ
し
，
同
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
こ
れ
ら
の
規
定
は
，
適
用
し
な
い
。
 

（
３
）
経
済
上
の
措
置
 

 
 
ア
 
勧
告
，
命
令
，
指
定
の
取
消
し
等
を
行
っ
た
場
合
に
，
給
付
費
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
当
該
給
付
費
に

関
係
す
る
京
都
市
以
外
の
市
町
村
に
対
し
，
障
害
法
第
８
条
第
２
項
に
基
づ
く
不
正
利
得
の
徴
収
等
（
返
還
金
）

と
し
て
徴
収
を
行
う
よ
う
通
知
す
る
。
 

 
 
 
 
な
お
，
返
還
処
分
に
至
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
，「

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
指
導
実
施
要
綱
」

の
実
地
指
導
に
準
じ
て
，
指
摘
に
伴
う
自
主
返
還
措
置
を
行
う
。
 

 
 
イ
 
監
査
の
結
果
，
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
又
は
給
付
費
の
請
求
に
関
し
不
正
又
は
不
当
の
事
実
が
認
め

ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
に
係
る
返
還
期
間
は
，
５
年
間
と
す
る
。
 

 
 
ウ
 
命
令
又
は
取
消
処
分
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
，当

該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
，原

則
と
し
て
，

障
害
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
，
そ
の
返
還
額
に
１
０

０
分
の
４
０
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
。
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（
４
）
行
政
上
の
措
置
の
公
示
等
 

 
 
 
監
査
の
結
果
，
取
消
処
分
等
を
行
っ
た
と
き
は
，
障
害
法
第
５
１
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
速
や
か
に

そ
の
旨
を
公
示
す
る
と
と
も
に
，
京
都
府
に
連
絡
す
る
。
 

 （
法
に
基
づ
く
権
限
行
使
）
 

第
７
条
 
前
２
条
の
規
定
は
，
障
害
法
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
限
の
行
使
を
妨
げ
な
い
。
 

 （
厚
生
労
働
省
等
へ
の
報
告
）
 

第
８
条
 
監
査
結
果
及
び
行
政
上
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
，
厚
生
労
働
省
，
京
都
府
に
報
告

す
る
。
 

 （
委
任
）
 

第
９
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
４
年
４
月
１
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
５
年
９
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
，
平
成
３
１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
監

査
実

施
要

綱
 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
，
児

童
福

祉
法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

。
以

下
「

児
童

法
」
と

い
う

。
）
第

２
１

条

の
５

の
２

２
，

第
２

１
条

の
５

の
２

３
，

第
２

１
条

の
５

の
２

４
，

第
２

４
条

の
１

５
，

第
２

４
条

の
１

６
，
第

２
４

条
の

１
７

，
第

２
４

条
の

３
４

，
第

２
４

条
の

３
５

及
び

第
２

４
条

の
３

６
の

規
定

に
基

づ
き

，
次

の
各
号

に
定

め
る

者
（

以
下
「

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
京

都
市

が
行

う
障

害
児

通
所

給
付

費
，

障
害

児
入

所
給

付
費

及
び

障
害

児
相

談
支

援
給

付
費
（

以
下
「

給
付

費
」
と

い
う

。
）
に

係
る

指
定

障
害

児
通

所
支

援
，
指

定
入

所
支

援
及

び
指

定
障

害
児

相
談

支
援
（

以
下
「

指
定

障
害

児
通

所
支

援
等

」
と

い
う

。
）
の

内
容

並
び

に
給

付
費

の
請

求
に

関
す

る
監

査
に

つ
い

て
，

基
本

的
事

項
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援
等

の
質

の
確

保
及

び
給

付
の

適
正

化
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
１

）
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
若

し
く

は
当

該
指

定
に

係
る

事
業

所
の

従
業

者
又

は
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
で

あ
っ

た
者

若
し

く
は

当
該

指
定

に
係

る
事

業
所

の
従

業
者

で
あ

っ
た

者
 

（
２

）
指

定
障

害
児

入
所

施
設

等
の

設
置

者
若

し
く

は
当

該
指

定
に

係
る

施
設

等
の

従
業

者
又

は
指

定
障

害
児

入
所

施
設

等
の

設
置

者
で

あ
っ

た
者

若
し

く
は

当
該

指
定

に
係

る
施

設
等

の
従

業
者

で
あ

っ
た

者
 

（
３
）

指
定

障
害

児
相

談
支

援
事

業
者

若
し

く
は

当
該

指
定

に
係

る
事

業
所

の
従

業
者

又
は

指
定

障
害

児
相

談
支
援

事
業

者
で

あ
っ

た
者

若
し

く
は

当
該

指
定

に
係

る
事

業
所

の
従

業
者

で
あ

っ
た

者
 

 （
監

査
方

針
）

 

第
２

条
 

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

対
す

る
監

査
は

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

等
の

内
容

に
つ

い
て

，
児

童
法

第
２

１
条

の
５

の
２

３
，

第
２

１
条

の
５

の
２

４
，

第
２

４
条

の
１

６
，

第
２

４
条

の
１

７
，

第
２

４
条

の
３
５

及
び

第
２

４
条

の
３

６
に

規
定

す
る

行
政

上
の

措
置

に
該

当
す

る
内

容
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

若
し

く
は

そ
の
疑

い
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

又
は

給
付

費
の

請
求

に
つ

い
て

，
不

正
若

し
く

は
著

し
い

不
当

が
疑

わ
れ

る
場

合
（
以

下
「

指
定

基
準

違
反

等
」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
，
事

実
関

係
を

的
確

に
把

握
し

，
公

正
か

つ
適

切
な

措
置

を
と

る

こ
と

を
主

眼
と

す
る

。
 

 （
監

査
体

制
）

 

第
３

条
 

監
査

は
，

子
ど

も
若

者
は

ぐ
く

み
局

は
ぐ

く
み

創
造

推
進

室
の

職
員

が
，

児
童

施
設

監
査

指
導

課
長

の
指

示
を

受
け

実
施

す
る

。
 

 （
監

査
対

象
と

な
る

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
の

選
定

基
準

）
 

第
４

条
 

監
査

は
，

次
の

各
号

に
示

す
状

況
を

踏
ま

え
て

，
指

定
基

準
違

反
等

の
確

認
が

必
要

と
認

め
る

場
合

に
行

う
。

 

（
１

）
要

確
認

情
報

 

 
 

ア
 

指
定

障
害

児
通

所
支

援
等

の
利

用
者

や
家

族
，

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
の

従
業

者
等

か
ら

の
通

報
・

苦
情

・
相

談
等

に
基

づ
く

情
報

 

 
 

イ
 

京
都

府
等

か
ら

の
情

報
提

供
 

 
 

ウ
 

給
付

費
の

請
求

デ
ー

タ
等

の
分

析
か

ら
特

異
傾

向
を

示
す

事
業

者
 

 
 

エ
 

正
当

な
理

由
が

な
く

実
地

指
導

を
拒

否
し

た
と

き
 

（
２

）
実

地
指

導
に

お
い

て
確

認
し

た
指

定
基

準
違

反
等

 

 
 

 
児

童
法

第
２

１
条

の
５

の
２

２
，

第
２

４
条

の
１

５
及

び
第

２
４

条
の

３
４

に
基

づ
き

指
導

を
行

っ
た

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

つ
い

て
確

認
し

た
指

定
基

準
違

反
等

 

 （
監

査
方

法
）

 

第
５

条
 

監
査

方
法

は
，

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
監

査
体

制
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監

査
は

，
２

名
以

上
の

監
査

班
を

編
成

し
実

施
す

る
。

 

（
２

）
報

告
等

 

 
 

 
指

定
基

準
違

反
等

の
確

認
が

必
要

と
認

め
る

と
き

は
，

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

対
し

，
報

告
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の
他

の
物

件
の

提
出

若
し

く
は

提
示

を
命

じ
，

出
頭

を
求

め
，

又
は

当
該

職
員

に
関

係
者

に
対

し
て

質
問

さ
せ

，
若

し
く

は
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

の
当

該
指

定
に

係
る

事
業

所
等

に
立

ち
入

り
，

そ
の

設
備

若
し

く
は

帳
簿

書
類

そ
の

他
の

物
件

の
検

査
を

行
う

。
 

（
３

）
監

査
結

果
の

通
知

等
 

 
 

ア
 

監
査

の
結

果
，
改

善
勧

告
に

至
ら

な
い

軽
微

な
改

善
を

要
す

る
と

認
め

ら
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

，
後

日
，

文
書

に
よ

っ
て

そ
の

旨
の

通
知

を
行

う
。
 

 
 

イ
 

報
告

書
の

提
出

 

 
 

 
 

当
該

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

対
し

て
，

文
書

で
通

知
し

た
事

項
に

つ
い

て
，

文
書

に
よ

り
報

告
を

求
め

る
。

 

 （
監

査
後

の
措

置
）

 

第
６

条
 

監
査

後
の

措
置

は
，

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
行

政
上

の
措

置
 

 
 

 
指

定
基

準
違

反
等

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
児

童
法

第
２

１
条

の
５

の
２

３
，

第
２

１
条

の
５

の
２

４
，

第
２

４
条

の
１

６
，
第

２
４

条
の

１
７

，
第

２
４

条
の

３
５

及
び

第
２

４
条

の
３

６
に

定
め

る
規

定
に

基
づ

き
，

行
政

上
の

措
置

を
機

動
的

に
行

う
。

 

 
 

ア
 

勧
告

 

 
 

 
 

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

児
童

法
第

２
１

条
の

５
の

２
３

第
１

項
各

号
，

第
２

４
条

の
１

６
第

１
項

各
号

及
び

第
２

４
条

の
３

５
第

１
項

各
号
に

定
め

る
指

定
基

準
違

反
の

事
実

が
確

認
さ

れ
た

場
合

，
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
，

期
限

を
定

め
て

，
文

書
に

よ
り

基
準

を
遵

守
す

べ
き

こ
と

を
勧

告
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
 

こ
れ

に
従

わ
な

か
っ

た
と

き
は

，
そ

の
旨

を
公

表
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 

 
 

勧
告

を
受

け
た

場
合

に
お

い
て

当
該

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
は

，
期

限
内

に
文

書
に

よ
り

報
告

を
行

う
。

 

 
 

イ
 

命
令

 

 
 

 
 

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
が

正
当

な
理

由
が

な
く

そ
の

勧
告

に
係

る
措

置
を

採
ら

な
か

っ
た

と
き

は
，

当
該

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
に

対
し

，
期

限
を

定
め

て
，

そ
の

勧
告

に
係

る
措

置
を

と
る

べ
き

こ
と

を

命
令

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
 

な
お

，
命

令
し

た
場

合
に

は
，

そ
の

旨
を

公
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 
 

命
令

を
受

け
た

場
合

に
お

い
て

，
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

は
，

期
限

内
に

文
書

に
よ

り
報

告
を

行
う

。
 

 
 

ウ
 

指
定

の
取

消
し

等
 

 
 

 
 

指
定

基
準

違
反

等
の

内
容

等
が

児
童

法
第

２
１

条
の

５
の

２
４

第
１

項
各

号
，

第
２

４
条

の
１

７
第

１
項

各
号

及
び
第

２
４

条
の

３
６

第
１

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
は

，
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等
に

係
る

指
定

を
取

り
消

し
，

又
は

期
間

を
定

め
て

そ
の

指
定

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

効
力

の
停

止
を

す
る

こ
と

（
以

下
「

指
定

の
取

消
し

等
」

と
い

う
。
）

が
で

き
る

。
 

（
２

）
聴

聞
等

 

 
 

 
監

査
の

結
果

，
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

が
命

令
又

は
指

定
の

取
消

し
等

の
処

分
（

以
下

「
取

消
処

分
等

」
と

い
う

。
）
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ
た

場
合

は
，
監

査
後

に
取

消
処

分
等

の
予

定
者

に
対

し
て

，
行

政

手
続

法
（

平
成

５
年

法
律

第
８

８
号

）
第

１
３

条
第

１
項

各
号

の
規

定
に

基
づ

き
聴

聞
又

は
弁

明
の

機
会

の
付

与
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
た

だ
し

，
同

条
第

２
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
，

こ
れ

ら
の

規
定

は
，

適
用

し
な

い
。

 

（
３

）
経

済
上

の
措

置
 

 
 

ア
 

勧
告

，
命

令
，

指
定

の
取

消
し

等
を

行
っ

た
場

合
に

，
給

付
費

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
当

該
給

付
費

に
関

係
す

る
京

都
市

以
外

の
市

町
村

に
対

し
，

児
童

法
第

５
７

条
の

２
第

２
項

に
基

づ
く

不
正

利
得

の
徴

収

等
（

返
還

金
）

と
し

て
徴

収
を

行
う

よ
う

通
知

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

，
返

還
処

分
に

至
ら

な
い

と
認

め
ら

れ
た

場
合

は
，
「

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
指

導
実

施
要

綱
」

の
実

地
指

導
に

準
じ

て
，

指
摘

に
伴

う
自

主
返

還
措

置
を

行
う

。
 

 
 

イ
 

監
査

の
結

果
，

指
定

障
害

児
通

所
支

援
等

の
内

容
又

は
給

付
費

の
請

求
に

関
し

不
正

又
は

不
当

の
事

実
が

認
め

ら
れ

た
場

合
に

お
け

る
当

該
事

項
に

係
る

返
還

期
間

は
，
５

年
間

と
す

る
。

 

 
 

ウ
 

命
令

又
は

取
消

処
分

等
を

行
っ

た
場

合
に

は
，
当

該
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
，
原

則
と

し
て
，

児
童

法
第

５
７

条
の

２
第

２
項

及
び

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
，
そ

の
支

払
っ

た
額

に
つ

き
返

還
さ

せ
る

ほ
か

，

そ
の

返
還

額
に

１
０

０
分

の
４

０
を

乗
じ

て
得

た
額

を
支

払
わ

せ
る

よ
う

指
導

す
る

。
 

（
４

）
行

政
上

の
措

置
の

公
示

等
 

 
 

 
監

査
の

結
果

，
取

消
処

分
等

を
行

っ
た

と
き

は
，

児
童

法
第

２
１

条
の

５
の

２
５

第
３

項
，

第
２

４
条

の
１

８
第

３
項

及
び

第
２

４
条

の
３

７
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

速
や

か
に

そ
の

旨
を

公
示

す
る

と
と

も
に

，
京

都
府

に
連

絡
す

る
。
 

 （
法

に
基

づ
く

権
限

行
使

）
 

第
７

条
 

前
２

条
の

規
定

は
，

児
童

法
又

は
他

の
法

令
に

基
づ

い
て

有
す

る
権

限
の

行
使

を
妨

げ
な

い
。

 

 （
厚

生
労

働
省

等
へ

の
報

告
）

 

第
８

条
 
監

査
結

果
及

び
行

政
上

の
措

置
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

は
，

必
要

に
応

じ
，

厚
生

労
働

省
，

京
都

府
に
報

告
す

る
。

 

 （
委

任
）

 

第
９

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

，
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

綱
は

，
平

成
２

９
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

綱
は

，
平

成
３

０
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

綱
は

，
平

成
３

１
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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京
都

市
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事
業

者
等

業
務

管
理

体
制

に
関
す

る
検

査
実

施
要

綱
 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
，

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
１

７
年

法
律

第
１

２
３

号
。

以
下

「
障

害
者

総
合

支
援

法
」

と
い

う
。

）
第

５
１

条
の

３
，

第
５

１
条

の
４

，

第
５

１
条

の
３

２
，

第
５

１
条

の
３

３
の

規
定

に
基

づ
く

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
，

指
定

障
害

者

支
援

施
設

等
の

設
置

者
，

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

者
及

び
指

定
特

定
相

談
支

援
事

業
者

（
以

下
「

指
定

障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
行

う
業

務
管

理
体

制
の

整
備

に
関

す
る

検
査

に
つ

い

て
基

本
的

事
項

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
そ

の
的

確
か

つ
効

率
的

な
検

査
の

実
施

及
び

不
正

行
為

の
未

然

防
止

，
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

健
全

か
つ

適
正

な
運

営
の

確
保

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

 （
検

査
の

種
別

）
 

第
２

条
 

検
査

の
種

別
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
一

般
検

査
 

 
 

 
一

般
検

査
は

，
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

業
務

管
理

体
制

の
整

備
の

内
容

及
び

法
令

遵
守

義
務

の
履

行
の

確
保

の
た

め
の

取
組

に
つ

い
て

把
握

し
，

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
法

令
遵

守
に

係
る

取
組

の
促

進
を

図
る

こ
と

を
主

眼
と

す
る

。
 

（
２

）
特

別
検

査
 

 
 

 
特

別
検

査
は

，
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
が

指
定

取
消

処
分

相
当

事
案

の
対

象
と

な
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

，
事

実
関

係
を

的
確

に
把

握
し

，
適

切
な

措
置

を
執

る
こ

と
を

主
眼

と
す

る
。

 

 （
検

査
対

象
の

選
定

）
 

第
３

条
 

検
査

対
象

の
選

定
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
一

般
検

査
 

全
て

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
を

対
象

と
し

て
計

画
的

に
検

査
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

，

原
則

と
し

て
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

指
導

実
施

要
綱

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
実

地
指

導
の

対
象

を
，

一
般

検
査

の
対

象
と

す
る

。
 

（
２

）
特

別
検

査
 

 
 

 
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

監
査

実
施

要
綱

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
す

る
監

査
に

お
い

て
，

指
定

取
消

処
分

相
当

の
事

案
が

発
覚

し
た

場
合

，
当

該
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
を

検
査

対
象

と
す

る
。

 

 （
検

査
体

制
）

 

第
４

条
 

検
査

は
，
保

健
福

祉
局

保
健

福
祉

部
監

査
指

導
課

の
職

員
が

，
所

属
長

の
指

示
を

受
け

，
実

施
す

る
。

 

 （
検

査
方

法
）

 

第
５

条
 

検
査

方
法

は
，

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
検

査
は

原
則

２
名

以
上

の
検

査
班

を
編

成
し

実
施

す
る

。
 

（
２

）
報

告
等

 

 
 
 
 
 
 
業

務
管

理
体

制
の

整
備

に
関

し
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

，
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

，
報

告
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の
他

の
物

件
の

提
出

若
し

く
は

提
示

を
命

じ
，

当
該

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
従

業
者

に
対

し
出

頭
を

求
め

，
又

は
当

該
職

員
に

関
係

者
に

対
し

て
質

問
さ

せ
，

若
し

く
は

当
該

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
当

該
指

定
に

係
る

事
業

所
若

し
く

は
施

設
，

事
務

所
そ

の
他

の
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
に

関
係

の
あ

る
場

所
に

立
ち

入
り

，
そ

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の
他

の
物

件
の

検
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
検

査
結

果
の

通
知

等
 

 
 
 
 
ア

 
検

査
の

結
果

，
勧

告
等

に
至

ら
な

い
軽

微
な

改
善

を
要

す
る

と
認

め
ら

れ
た

事
項

に
つ

い
て

は
，

後
 

 
 

 
日

，
文

書
に

よ
っ

て
そ

の
旨

の
通

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 
 
 
イ

 
報

告
書

の
提

出
 

 
 
 
 
 
 
 
 
当

該
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

て
，

文
書

で
通

知
し

た
事

項
に

つ
い

て
，

文
書

に
よ

り
報

告
を

求

 
 

 
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
検

査
後

の
措

置
）

 

第
６

条
 

障
害

者
総

合
支

援
法

第
５

１
条

の
２

第
１

項
及

び
第

５
１

条
の

３
１

第
１

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

に
従

っ
て

適
正

な
業

務
管

理
体

制
を

整
備

し
て

い
な

い
と

認
め

ら
れ

た
場

合
に

は
，

障

害
者

総
合

支
援

法
第

５
１

条
の

４
及

び
第

５
１

条
の

３
３

の
規

定
に

よ
り

勧
告

，
命

令
等

の
措

置
を

機
動

的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
勧

告
 

 
 
 
 
 
 
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

同
基

準
に

違
反

す
る

事
実

が
確

認
さ

れ
た

場
合

，
当

該
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

対
し

，
期

限
を

定
め

て
，

文
書

に
よ

り
当

該
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
基

準
に

従
っ

て
適

正
な

業
務

管
理

体
制

を
整

備
す

べ
き

こ
と

を
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 
 
 
 
 
そ

の
勧

告
を

受
け

た
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
が

，
期

限
内

に
こ

れ
に

従
わ

な
か

っ
た

と
き

は
，

そ
の

旨
を

公
表

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 

 
勧

告
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
当

該
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
は

，
期

限
内

に
文

書
に

よ
り

報
告

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
２

）
命

令
 

 
 
 
 
 
 
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
が

正
当

な
理

由
が

な
く

そ
の

勧
告

に
係

る
措

置
を

と
ら

な
か

っ
た

と
き

は
，

当
該

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
対

し
，

期
限

を
定

め
て

，
そ

の
勧

告
に

係
る

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

命
令

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
な

お
，

命
令

を
し

た
と

き
は

，
そ

の
旨

を
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 
 
 
 
 
命

令
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
，

当
該

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

は
，

期
限

内
に

文
書

に
よ

り
報

告
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
法

に
基

づ
く

権
限

行
使

）
 

第
７

条
 

前
２

条
の

規
定

は
，

障
害

者
総

合
支

援
法

又
は

他
の

法
令

に
基

づ
い

て
有

す
る

権
限

の
行

使
を

妨
げ

な
い

。
 

 （
委

任
）

 

第
８

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
他

，
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
別

に
定

め
る

。
 

  
 
 
 
 
 
附

 
則

 

 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

 

 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

２
９

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
 

 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

３
０

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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京
都

市
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業
者

等
業

務
管

理
体

制
に

関
す
る

検
査

実
施

要
綱
 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
，

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

）
第

２
１

条
の

５
の

２
７

，
第

２
１

条
の

５
の

２
８

，
第

２
４

条
の

１
９

の
２

，
第

２
４

条
の

３
９

及
び

第
２

４
条

の
４

０
の

規
定

に
基

づ
き

，

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

，
指

定
障

害
児

入
所

施
設

の
設

置
者

及
び

指
定

障
害

児
相

談
支

援
事

業
者
（

以

下
「

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
行

う
業

務
管

理
体

制
の

整
備

に
関

す
る

検

査
に

つ
い

て
基

本
的

事
項

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
そ

の
的

確
か

つ
効

率
的

な
検

査
の

実
施

及
び

不
正

行

為
の

未
然

防
止

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

の
健

全
か

つ
適

正
な

運
営

の
確

保
を

図
る

こ
と

を
目

的

と
す

る
。

 

 （
検

査
の

種
別

）
 

第
２

条
 

検
査

の
種

別
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
一

般
検

査
 

 
 

 
一

般
検

査
は

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

の
業

務
管

理
体

制
の

整
備

の
内

容
及

び
法

令
遵

守
義

務
の

履
行

の
確

保
の

た
め

の
取

組
に

つ
い

て
把

握
し

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

の
法

令
遵

守
に

係
る

取
組

の
促

進
を

図
る

こ
と

を
主

眼
と

す
る

。
 

（
２

）
特

別
検

査
 

 
 

 
特

別
検

査
は

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

が
指

定
取

消
処

分
相

当
事

案
の

対
象

と
な

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
，
事

実
関

係
を

的
確

に
把

握
し

，
適

切
な

措
置

を
執

る
こ

と
を

主
眼

と
す

る
。

 
 （

検
査
対

象
の

選
定
）

 
第

３
条
 
検
査

対
象

の
選

定
は

次
の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

１
）
一

般
検

査
 

全
て

の
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

を
対

象
と

し
て

計
画

的
に

検
査

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
，

原
則

と
し

て
「

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
指

導
実

施
要

綱
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
実

地
指
導

の
対

象
を

，
一

般

検
査

の
対

象
と

す
る

。
 

（
２

）
特

別
検

査
 

 
 

 
「

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
監

査
実

施
要

綱
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
指

定
障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等

に
対

す
る

監
査

に
お

い
て

，
指

定
取

消
処

分
相

当
の

事
案
が

発
覚

し
た

場
合

，
当

該
指
定

障
害

児
通

所
支

援

事
業

者
等

を
検

査
対

象
と

す
る

。
 

 （
検

査
体

制
）

 
第

４
条

 
検

査
は

，
子

ど
も

若
者

は
ぐ

く
み

局
は

ぐ
く

み
創

造
推

進
室

の
職

員
が

，
児

童
施

設
監

査
指

導
課

長

の
指

示
を

受
け

，
実

施
す

る
。

 
 （

検
査

方
法

）
 

第
５

条
 

検
査

方
法

は
，

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
検

査
は

，
原

則
２

名
以

上
の

検
査

班
を

編
成

し
実

施
す

る
。

 
（

２
）

報
告

等
 

 
 
 
 
 
 
業

務
管

理
体

制
の

整
備

に
関

し
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

，
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
，

報
告

若
し

く
は

帳
簿

書
類

そ
の

他
の

物
件

の
提

出
若

し
く

は
提

示
を

命
じ

，
当

該
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

の
従

業
者

に
対

し
出

頭
を

求
め

，
又

は
当

該
職

員
に

関
係

者
に

対
し

て
質

問
さ

せ
，

若
し

く
は

当
該

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
の

当
該

指
定

に
係

る
事

業
所

若
し

く
は

施
設

，
事

務
所

そ
の

他
の

指
定

障
害

児
通

所
支

援
等

の
提

供
に

関
係

の
あ

る
場

所
に

立
ち

入
り

，
そ

の
設

備
若

し
く

は
帳

簿
書

類
そ

の
他

の
物

件
の

検
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
検

査
結

果
の

通
知

等
 

 
 
 
 
ア

 
検

査
の

結
果

，
勧

告
等

に
至

ら
な

い
軽

微
な

改
善

を
要

す
る

と
認

め
ら

れ
た

事
項

に
つ

い
て

は
，

後
 

 
 

 
日

，
文

書
に

よ
っ

て
そ

の
旨

の
通

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 
 
 
 
イ

 
報

告
書

の
提

出
 

 
 
 
 
 
 
 
 
当

該
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
て

，
文

書
で

通
知

し
た

事
項

に
つ

い
て

，
文

書
に

よ

り
報

告
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
検

査
後

の
措

置
）

 
第

６
条

 
児

童
福

祉
法

第
２

１
条

の
５

の
２

６
第

１
項

，
第

２
４

条
の

１
９

の
２

及
び

第
２

４
条

の
４

０
第

１

項
に

規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

に
従

っ
て

適
正

な
業

務
管

理
体

制
を

整
備

し
て

い
な

い
と

認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
児

童
福

祉
法

第
２

１
条

の
５

の
２

８
，

第
２

４
条

の
１

９
の

２
及

び
第

２
４

条
の

４

０
の

規
定

に
よ

り
勧

告
，

命
令

等
の

措
置

を
機

動
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
勧

告
 

 
 
 
 
 
 
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
同

基
準

に
違

反
す

る
事

実
が

確
認

さ
れ

た
場

合
，
当

該
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
，

期
限

を
定

め
て

，
文

書
に

よ
り

当
該

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

基
準

に
従

っ
て

適
正

な
業

務
管

理
体

制
を

整
備

す
べ

き
こ

と
を

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
そ

の
勧

告
を

受
け

た
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

が
，

期
限

内
に

こ
れ

に
従

わ
な

か
っ

た
と

き
は

，

そ
の

旨
を

公
表

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 

 
勧

告
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
当

該
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

は
，

期
限

内
に

文
書

に
よ

り
報

告
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）
命

令
 

 
 
 
 
 
 
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

が
正

当
な

理
由

が
な

く
そ

の
勧

告
に

係
る

措
置

を
と

ら
な

か
っ

た
と

き
は

，
当

該
指

定
障

害
児

通
所

支
援

事
業

者
等

に
対

し
，

期
限

を
定

め
て

，
そ

の
勧

告
に

係
る

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

命
令

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
な

お
，

命
令

を
し

た
と

き
は

，
そ

の
旨

を
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 
 
 
 
 
命

令
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
，

当
該

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

等
は

，
期

限
内

に
文

書
に

よ
り

報
告

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
法

に
基

づ
く

権
限

行
使

）
 

第
７

条
 

前
２

条
の

規
定

は
，

児
童

福
祉

法
又

は
他

の
法

令
に

基
づ

い
て

有
す

る
権

限
の

行
使

を
妨

げ
な

い
。

 
 （

委
任

）
 

第
８

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
他

，
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
別

に
定

め
る

。
 

  
 
 
 
 
 
附

 
則

 
 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

２
９

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

 
 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

３
０

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

 
 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

３
０

年
５

月
１

５
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 
 
 
こ

の
要

綱
は

平
成

３
１

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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令和元年度 京都市における行政処分，勧告，指摘事例 
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令和元年度 京都市における行政処分，勧告，指摘事例 
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      京都市における行政処分，勧告，指摘事例 

１ 指定取消   
 

★放課後等デイサービス 

 

【内容】（平成３０年度報酬改定前の内容を含む。） 

① 従業者が利用児童に対し虐待行為（平手打ち）を行っていた。 

② 児童発達支援管理責任者が不在となっているにもかかわらず，市への届出を行わ

ず，更に未配置の減算手続も行わずに給付費を請求していた。 

③ 児童発達支援管理責任者の退職時期について虚偽の報告を行い，給付費の返還を

免れていた。 

⇒ 上記の虐待行為及び不正請求については，指定の取消事由に該当するため，指定

を取り消すとともに約１，４００万円の返還を指示（加算金４０％を含む。） 

 

【注意点】 

・ 虐待行為は決して行ってはならず，行った場合は厳正に対処する。また，虐待行

為は刑事罰の対象になる場合があることに留意する。 

・ 児童発達支援管理責任者が不在となるなど，変更が生じた場合は速やかに市へ届

け出ること。また，人員の欠如により減算の対象となる場合は，適切に手続を行う

こと。 

・ いかなる理由があろうと虚偽の報告は行わないこと。行った場合は厳正に対処す

る。 

 

★計画相談支援，地域移行支援，地域定着支援 

 

【内容】 

① 運営基準上必要な利用者の面接・訪問等を行っていないにもかかわらず，他の書

類から利用者の署名を切り貼りし，利用者の同意を得たとする書類を偽造し，計画

相談支援費を請求していた。 

② 運営基準上必要な書類やサービス提供の記録等が存在せず，サービスを提供した

ことの確認・説明ができないにもかかわらず，サービスを提供したとして，計画相

談支援費及び地域移行支援給付費を請求していた。 

③ 地域定着支援と一体的に運営している計画相談支援及び地域移行支援事業におい

て，法に違反した。 

⇒ 上記については不正請求であり，指定の取消事由に該当するため，指定を取り消

すとともに約１４０万円の返還を指示（加算金４０％を含む。） 

 

【注意点】 

・ いかなる理由があろうと書類の偽造や記録の改ざんを行ってはならない。改ざん

等を行った場合，厳正に対処する。 

・ 計画相談支援において必要な支援（アセスメントの実施，サービス等利用計画案

の作成，担当者会議の実施，サービス等利用計画（確定版）の作成，モニタリング

の実施等）を適切に行うこと。 

① アセスメント及びモニタリングは利用者の居宅等を訪問し，面接を行うこと。 

 ② サービス等利用計画案，サービス等利用計画（確定版）について利用者に説明

を行い，同意を得て，交付すること。 
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③ アセスメント記録，サービス等利用計画案，サービス担当者会議の記録，サー   

ビス等利用計画（確定版）を漏れなく作成し，５年間保存すること。 

・ 地域移行支援計画，地域定着支援台帳及びサービス提供の記録を作成すること。 

 

２ 指定の効力の一部停止 

★放課後等デイサービス 

 

【内容】 

① 人員配置基準上必要な有資格者等の人員が不足していたにもかかわらず，児童 

指導員等加配加算を請求していた。 

② 児童発達支援管理責任者が不在となっているにもかかわらず，市への届出を行 

わず，更に未配置の減算手続きも行わずに給付費を請求していた。 

③ 個別支援計画が未作成又は作成に係る一連の業務が適切に行われていなかった

にもかかわらず，計画未作成減算を行わずに給付費を不正に請求していた。 

④ サービス提供の記録や欠席時の連絡調整等の記録がないにもかかわらず，給付費

を不正に請求していた。 

⑤ 特定の利用児童への便宜供与や実費費用の免除を行っていた。 

⇒ 上記については，指定の効力の一部停止（新規利用者の受入れ停止）６箇月の処

分とするとともに，約７６０万円（京都市分のみ）の返還を指示（加算金４０％を

含む。） 

 

【注意点】 

・ 給付費の請求の際には，人員配置基準や加算の要件を満たしているかを必ず確認

し，満たしていなければ減算等の必要な手続を行うこと。 

・ 児童発達支援管理責任者が不在となるなど，変更が生じた場合は速やかに市へ届

け出ること。 

・ 個別支援計画の作成に当たっては，以下の一連の業務を適切に行うこと。 

①  児童発達支援管理責任者が保護者及び障害児に面接してアセスメント（障害児

の能力，環境等の評価を通じ，保護者及び障害児の希望する生活並びに課題を把

握）を行い，その記録を残すこと。 

② アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，保護者及び障害児の意向，総 

合的な支援目標及びその達成時期，課題，サービスの具体的内容，サービスを提供

する上での留意事項その他必要な事項を記載した原案を作成すること。 

③ サービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し，計画の原案に 

ついて意見を求め，その記録を残すこと。 

④ 保護者及び障害児に対し，計画について説明し，文書によりその同意を得，交  

付すること。（説明，同意，交付がされたことがわかる様式であること。） 

⑤ 児童発達支援管理責任者は，計画作成後，保護者及び障害児に面接してモニタ 

リング（計画の実施状況の把握，継続的なアセスメント）を行い，その結果を記録

するとともに，障害児について解決すべき課題を把握し，少なくとも６月に１回以

上，計画の見直しを行い，必要に応じて計画の変更を行うこと。 

・ サービスを提供した際は，提供日，内容その他必要な事項をその都度記録すると

ともに，保護者の確認を得ること。 

・ 通所利用者負担額のほか，保護者に金銭の支払いを求める際は，その使途及び額

並びに支払いを求める理由について重要事項説明書に記載し，記載内容と異なる取

扱いを行わないこと。 
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３ 改善勧告 

★放課後等デイサービス 

 

【内容】 

 職員が利用者の個人情報を記録したＵＳＢメモリを紛失した。 

 

【注意点】 

・ 個人情報に関する法律等に則り，個人データに係る安全管理措置を講じること。（国

の個人情報保護法ガイドライン（通則編）等を参照） 

・ 定期的に個人情報保護規程に係る職場研修を行ったり，事故やヒヤリハットがあ

れば全職員で共有できるよう周知及び注意喚起を行うなど，形骸化しないよう仕組

みを構築すること。 

・ ＵＳＢメモリを含めた電子記憶媒体の取扱いについて，安全が配慮された適切な

取扱いとなるよう手順書等に基づく統一的な使用方法を確立するとともに，その内

容について，全職員に周知徹底すること。 

 

４ 実地指導等における指摘事例等  

 

 共通事項  

 
◎以下の場合は，サービスの提供がなかったものとみなす。  

 ① サービスの提供，又は各種加算の算定の根拠となる記録がない。 

 ② 各種記録の不整合，又は記録内容が不十分なため，サービス提供時間・内容が

確認できない。 
 

◎以下の場合は，重大な違反とみなす。  

①  個別支援計画を作成せずにサービス提供を行うこと，又は基準に規定する個別

支援計画の作成・変更に係る一連の業務が適切に行われていない。 

②  基準上配置すべき人員が配置されていない。 

③  各種記録の改ざん，隠ぺい。虚偽の報告。 

④  市に報告すべき事故記録の報告漏れ，又は報告の大幅な遅れ。 

⑤  法で規定された虐待通報の通報漏れ，又は通報の大幅な遅れ。 

 

◎届出が必要な加算について  

 ① 加算を届け出た後，加算が算定できなくなる状況が生じた場合，又は加算等が

算定できなくなることが明らかな場合（例えば，職員の退職により有資格者が減

り，加算の要件を満たさなくなる等）は，速やかに取下げの届出を行うこと。 

   なお，加算等が算定できなくなった事実が発生した日（特定事業所加算につい 

  ては事実の発生した日の翌月の初日）から加算等の算定を行わないこと。 

 ② ①の届出を行わず，当該算定について請求を行った場合は不正請求となり，給 

  付費等の返還措置は当然であるが，厳正な指導を行う。 

 
① 重要事項説明書（内容及び手続の説明及び同意） 

（１）運営規程と重要事項説明書との不整合について 

   ◇ 運営規程と重要事項説明書の記載内容が異なっている。 

（営業日及び営業時間，通常の事業の実施地域，利用者負担など） 

 

  ◇ 運営規程と重要事項説明書の記載内容が実態と異なっている。    

→ 特に従業者の員数や営業日，営業時間が多い。変更した場合，両書類に変更漏れがないか

確認しておくこと。 

 

（２）苦情処理の体制について 

  ◇ 重要事項説明書等に記載している苦情相談窓口について，通常の事業の実施地域に係る全

ての関係行政機関（保健福祉センター，障害児を対象とする場合は，児童福祉センター及び

第二児童福祉センター）等が記載されていない。 

 

（３）重要事項説明書の保存について 

  ◇ 重要事項説明書について，利用者から署名，押印を受けた部分のみを保管し，交付したも

のと同じ全文を保管していない。 

  → 必ず全文を保管し，実際に利用者に交付したものが後で確認できるようにしておくこと。 

 

（４）重要事項説明書に記載する事項について ※相談サービスは除く。 

  ◇ 提供するサービスの第三者評価の実施状況を記載すること。（実施の有無，実施した直近の

年月日，実施した評価期間の名称，評価結果の開示状況） 

 

② サービスの提供の記録 

（１）サービスの提供の記録について 

   （記録がないものはサービスの提供がなかったものとみなす。） 

  ◇ 各種加算の算定の根拠となる記録がない。 

 

  ◇ 提供したサービスの具体的内容を記録していない。特に居宅サービスにおいて，身体介護

の具体的内容（食事介助，排せつ介助，更衣介助 等）を記録していない。 

 

  ◇ 身体介護，家事援助などの複数のサービスや移動支援を，区別せず混在して記録している。 

 

（２）利用者の確認について 

◇ 利用者（障害児の場合は保護者）等からサービスを提供したことについて確認を受けてい

ない。 

→ 利用者から，サービス提供の都度，自署又は押印により確認を受けること。 

  （事業所が利用者の印鑑を保持し，確認を受けずに押印する行為は，悪質な違反として厳

正に対処する。） 

 
③ 利用者負担額等の受領 

（１）説明及び同意について 

◇ 利用者（障害児の場合は保護者）から支払いを求める金銭について，利用者（障害児の場

合は保護者）に対して重要事項説明書等により説明し，同意を得ていない。 

 

  ◇ 重要事項説明書等による利用者負担額の説明と実態が異なる。 

 

（２）領収書の交付について 

◇ 利用者負担額等の支払いを受けた場合に，利用者に領収書を交付していない。 
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（営業日及び営業時間，通常の事業の実施地域，利用者負担など） 

 

  ◇ 運営規程と重要事項説明書の記載内容が実態と異なっている。    

→ 特に従業者の員数や営業日，営業時間が多い。変更した場合，両書類に変更漏れがないか

確認しておくこと。 

 

（２）苦情処理の体制について 

  ◇ 重要事項説明書等に記載している苦情相談窓口について，通常の事業の実施地域に係る全

ての関係行政機関（保健福祉センター，障害児を対象とする場合は，児童福祉センター及び

第二児童福祉センター）等が記載されていない。 

 

（３）重要事項説明書の保存について 

  ◇ 重要事項説明書について，利用者から署名，押印を受けた部分のみを保管し，交付したも

のと同じ全文を保管していない。 

  → 必ず全文を保管し，実際に利用者に交付したものが後で確認できるようにしておくこと。 

 

（４）重要事項説明書に記載する事項について ※相談サービスは除く。 

  ◇ 提供するサービスの第三者評価の実施状況を記載すること。（実施の有無，実施した直近の

年月日，実施した評価期間の名称，評価結果の開示状況） 

 

② サービスの提供の記録 

（１）サービスの提供の記録について 

   （記録がないものはサービスの提供がなかったものとみなす。） 

  ◇ 各種加算の算定の根拠となる記録がない。 

 

  ◇ 提供したサービスの具体的内容を記録していない。特に居宅サービスにおいて，身体介護

の具体的内容（食事介助，排せつ介助，更衣介助 等）を記録していない。 

 

  ◇ 身体介護，家事援助などの複数のサービスや移動支援を，区別せず混在して記録している。 

 

（２）利用者の確認について 

◇ 利用者（障害児の場合は保護者）等からサービスを提供したことについて確認を受けてい

ない。 

→ 利用者から，サービス提供の都度，自署又は押印により確認を受けること。 

  （事業所が利用者の印鑑を保持し，確認を受けずに押印する行為は，悪質な違反として厳

正に対処する。） 

 
③ 利用者負担額等の受領 

（１）説明及び同意について 

◇ 利用者（障害児の場合は保護者）から支払いを求める金銭について，利用者（障害児の場

合は保護者）に対して重要事項説明書等により説明し，同意を得ていない。 

 

  ◇ 重要事項説明書等による利用者負担額の説明と実態が異なる。 

 

（２）領収書の交付について 

◇ 利用者負担額等の支払いを受けた場合に，利用者に領収書を交付していない。 
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④ 給付費等の額に係る通知等 

（１）給付費等の額に係る通知について 

◇ 法定代理受領により給付費の支給を受けた場合における利用者（障害児の場合は保護者）

への通知を行っていない。 

→ 自己負担額がない利用者（障害児の場合は保護者）にも通知する必要がある。 

 

⑤ 計画の作成※短期入所を除く。 

（１）アセスメントについて 

◇ 計画の作成に当たって，事業所によるアセスメントを実施していない。（アセスメント記録

が確認できないもの，他の事業所のアセスメント記録を流用しているだけのものも含む。） 

 

（２）記載内容について 

◇ 居宅介護等計画は，援助の方向性や目標を明確にし，担当する従業者の氏名，従業者が提

供するサービスの具体的内容，所要時間，日程等を明らかにする必要があるが，（一部）でき

ていない。（居宅サービス） 

→ 特にサービスの具体的内容として，サービス種別（身体介護，通院等介助，家事援助，行

動援護などの別）やサービスの内容（食事介助，排せつ介助，○○病院への通院，洗濯，買

物などの別）を具体的に記載する必要がある。 

 

◇ 個別支援計画には，利用者及びその家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活

全般の質を向上させるための課題，短期・長期目標及びその達成時期，留意事項等を記載す

る必要があるが，（一部）できていない。（通所・入所サービス） 

 

（３）会議の開催について 

◇ サービス管理責任者は，計画の作成に当たっては，会議を開催し，計画原案の内容につい

て担当者等の意見を求める必要があるが，行っていない。（通所・入所サービス） 

   （記録していない場合は，会議を開催していないものとみなす。） 

 

（４）利用者への説明及び交付について 

◇ 利用者（障害児の場合，保護者及び障害児）等に対し計画を説明し，同意を受け，交付し

たことについて，記録で確認できない。（特に，交付した日を事業所として把握できていない

事例が多い。） 

  → 計画の様式に，説明・同意・交付日の記入欄を設けることにより，交付日を明確にできる。 

    利用者が自署できない場合は，利用者氏名欄の欄外に，署名を代筆した旨，署名した者の

続柄，氏名を記載し，押印する。 

 

    ＜例示＞ ○○計画について，説明を受け，同意し，受領しました。 

         説明・同意・交付日  ○○年 ○月 ○日  利用者氏名 ○○ ○○ 印 

（障害児の場合）保護者氏名 ○○ ○○ 印 

  ※ 交付日は実際に交付した日を記入してもらうこと。（あらかじめ事業所で記載しないこと。） 

 
（５）モニタリングについて 

◇ サービス提供（管理）責任者が，利用者に面接し，定期的な計画の実施状況の把握を行っ

ていない。（内容を記録していない場合は，モニタリングを実施していないものとみなす。） 

 

◇ 当初の計画で定めたサービスの提供内容や提供時間が，実際のサービスの提供と合致しな

くなったにもかかわらず，計画の見直し，変更を行っていない。 
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◇ 計画の見直しを定められた期間で行っていない。 

少なくとも３月に１回以上：自立訓練（機能訓練，生活訓練），就労移行支援，就労定着支

援，自立生活援助 

少なくとも６月に１回以上：療養介護，就労継続支援Ａ型，Ｂ型，共同生活援助，児童発

達支援，居宅訪問型児童発達支援，障害児入所支援（福祉型，医療型），放課後等デイサー

ビス，保育所等訪問支援 

障害者支援施設：昼間，生活介護又は就労継続支援Ｂ型を利用するものは少なくとも６月

に１回以上，自立訓練（機能訓練，生活訓練）又は就労移行支援を利用するものは少なく

とも３月に１回以上。 

 

※ 個別支援計画に関する一連の業務が適切に行われていない場合，給付費返還の対象となる

ことに留意すること。 

 
⑥ 運営規程 

（１）虐待の防止のための措置に関する事項について 

◇ 「虐待の防止のための措置に関する事項」として必要な項目の記載が漏れている。 

→ 必要な項目は以下のとおり。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援（児童サービスを除く。） 

③ 苦情解決体制の整備 

④ 従業者に対する虐待の防止を啓発，普及するための研修の実施（研修方法や研修計

画など） 

 

（２）通常の事業の実施地域について 

  ◇ 客観的にその地域が特定されない記載となっている。（○○区の一部など） 

 

⑦ 勤務体制の確保等（研修の実施） 

（１）研修の実施について 

◇ 従業員の資質向上のための研修を実施していない。 

 

◇ 虐待防止のための研修を年１回以上，全職員に実施していない。（特に非常勤職員や，欠席

者に研修を実施していないケースが多い。） 

 

◇ 研修の実施内容について記録していない。（日時，参加者，研修内容，質疑内容等） 

   （記録しておらず，実施が確認できない場合は，研修を実施していないものとみなす。） 

 
⑧ 非常災害対策（通所・入所サービス） 

（１）避難訓練について 

◇ 定期的に避難，救出その他必要な訓練を実施していない。 

 

◇ 訓練の実施内容（日時，参加者，内容，問題点等）について記録していない。 

   （記録しておらず，実施を確認できない場合は，訓練を実施していないものとみなす。） 

 

（２）避難経路等について 

◇ 非常口の前や避難経路に，避難の際に支障となる物を置いている。 

 

（３）計画について 

◇ 消防計画及び風水害・地震等に対処するための計画を策定していない。 

 
⑨ 秘密保持等 
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（１）秘密保持のための措置について 

  ◇ 従業者及び管理者（退職した者を含む。）が正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏ら

すことがないよう適切な措置を講じていない。（雇用契約での定め，誓約書の提出など。) 

 

（２）利用者等の同意について 

  ◇ サービス担当者会議等で利用者の情報を共有するため，他の事業者等に対して，利用者又

はその家族に関する情報を提供する際に，あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の

同意を得ていない。（家族の情報を提供する場合は，本人と別に家族の同意が必要） 

 

 

⑩ 掲示 

（１） 掲示内容について 

◇ 運営規程の概要，従業者の勤務の体制，その他の利用申込者のサービスの選択に資すると 

認められる重要事項及び苦情相談窓口について，掲示していない。（又は，利用者が確認でき 

ない場所に掲示している） 

  → 必要な事項が記載された重要事項説明書の掲示で差し支えない。 

 

⑪ 苦情解決 

（１）苦情の記録について 

  ◇ 苦情を受け付けた場合に，その内容等を記録していない。 
  → 受付後の苦情への対応方法，必要な場合は改善策も記録すること。 

    苦情に至らない要望等を集約し，活用するなど，サービスの質の向上に取り組むこと。 

 
⑫ 事故発生時の対応 

（１）事故報告書の提出について 

◇ 京都市（障害保健福祉推進室又は子ども家庭支援課）へ報告すべき事例について，報告が

漏れている。 

  → 漏れている事例が増えているので，報告すべき事故の範囲（Ｐ１７４）について再確認し

ておくこと。 

 

（２）事故の記録について 

  ◇ 事故の状況及び事故に際して採った処置について，記録していない。 

  → ヒヤリハットの事例を含め記録し，事故防止に向けた改善策を講じること。 

 

⑬ 衛生管理 

（１）感染症予防対策について 

◇ １枚のタオルを共用して使用している。（通所，入所サービス） 

 

（２）健康診断について  

◇ 労働安全衛生法に定められた健康診断を実施できていない。 

 

⑭ 身体拘束等の禁止 

◇ 身体拘束は，緊急やむを得ない場合を除き禁止されており，やむを得ず行う場合は，以下の

１から４の全ての条件を満たす必要がある。 

１ 次の３要件を満たすこと 

   ⑴ 切迫性  本人又は他の利用者等の生命等が危険に晒される可能性が著しく高いこと 

   ⑵ 非代替性 身体拘束の他に代替する方法がないこと 

   ⑶ 一時性  身体拘束が一時的であること 

◇ 計画の見直しを定められた期間で行っていない。 

少なくとも３月に１回以上：自立訓練（機能訓練，生活訓練），就労移行支援，就労定着支

援，自立生活援助 

少なくとも６月に１回以上：療養介護，就労継続支援Ａ型，Ｂ型，共同生活援助，児童発

達支援，居宅訪問型児童発達支援，障害児入所支援（福祉型，医療型），放課後等デイサー

ビス，保育所等訪問支援 

障害者支援施設：昼間，生活介護又は就労継続支援Ｂ型を利用するものは少なくとも６月

に１回以上，自立訓練（機能訓練，生活訓練）又は就労移行支援を利用するものは少なく

とも３月に１回以上。 

 

※ 個別支援計画に関する一連の業務が適切に行われていない場合，給付費返還の対象となる

ことに留意すること。 

 
⑥ 運営規程 

（１）虐待の防止のための措置に関する事項について 

◇ 「虐待の防止のための措置に関する事項」として必要な項目の記載が漏れている。 

→ 必要な項目は以下のとおり。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援（児童サービスを除く。） 

③ 苦情解決体制の整備 

④ 従業者に対する虐待の防止を啓発，普及するための研修の実施（研修方法や研修計

画など） 

 

（２）通常の事業の実施地域について 

  ◇ 客観的にその地域が特定されない記載となっている。（○○区の一部など） 

 

⑦ 勤務体制の確保等（研修の実施） 

（１）研修の実施について 

◇ 従業員の資質向上のための研修を実施していない。 

 

◇ 虐待防止のための研修を年１回以上，全職員に実施していない。（特に非常勤職員や，欠席

者に研修を実施していないケースが多い。） 

 

◇ 研修の実施内容について記録していない。（日時，参加者，研修内容，質疑内容等） 

   （記録しておらず，実施が確認できない場合は，研修を実施していないものとみなす。） 

 
⑧ 非常災害対策（通所・入所サービス） 

（１）避難訓練について 

◇ 定期的に避難，救出その他必要な訓練を実施していない。 

 

◇ 訓練の実施内容（日時，参加者，内容，問題点等）について記録していない。 

   （記録しておらず，実施を確認できない場合は，訓練を実施していないものとみなす。） 

 

（２）避難経路等について 

◇ 非常口の前や避難経路に，避難の際に支障となる物を置いている。 

 

（３）計画について 

◇ 消防計画及び風水害・地震等に対処するための計画を策定していない。 

 
⑨ 秘密保持等 
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２ 身体拘束について会議等において慎重に検討，決定し，本人の個別支援計画に記載 

３ 家族等の同意（同意書） 

４ 拘束の態様や時間等必要な事項の記録（会議の議事録，支援記録等） 

 

◇ 身体拘束を行う場合，切迫性，非代替性，一時性の３要件に係る検討記録により，緊急やむ

を得ない理由やその判断に至った経過を明確にすること。 
 
 ◇ 身体拘束に関する説明書に，拘束解除予定日を記載すること。 

 
 ◇ やむを得ず身体拘束を行う場合には，その様態及び時間，その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 

 → 記録が未作成の場合は身体拘束廃止未実施減算に該当する。 

◇ 身体拘束の同意書は，一律に徴収せず，やむを得ず必要とする利用者の家族等に対して同意

を得ること。 

 

※ 身体拘束及び虐待に関する指導事案については，原則として文書による改善報告を求めます。 
 
⑮ 原状回復費について（共同生活援助） 

◇ 退去時の原状回復費について費用徴収する場合は，あらかじめ国土交通省の「原状回復をめ

ぐるトラブルとガイドライン」を参考に取り扱い規程を定めておくこと。 

 

◇ 原状回復検査を実施する場合は，利用者等に立ち会いの有無を確認すること。 

 

◇ 原状回復費を徴収する場合は，利用者に十分に説明し同意を得てから費用を徴収すること。 

 

⑯ 業務管理体制 

◇ 法令遵守責任者を選任するとともに，施設所管課に届け出ること。 

  （事業所の数，所在地に応じて届出事項，提出先が変わりますので，業務管理体制の整備の届

出（Ｐ１８８）を参考に御確認ください。） 

 

◇ 届出は，障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行うこと。 

  （例：生活介護，放課後等デイサービスを行っている事業者は，両方の所管課に届出をする必

要がある。） 

 

◇ 業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出について法令遵守責任者を変更した場合は， 

変更届出書を施設所管課に提出すること。 

 

◇ 法令遵守責任者を中心に，法人として具体的な法令遵守に向けた取組を行うこと。 

 

 

訪問系サービス（居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護） 

 

① 従業員の員数 

 ◇ 従業者の数が常勤換算方式で２．５人以上となっていない。 

 → 単に従業者の配置数（出勤可能な書面上の配置数）ではなく，従事する時間により算定する

点に留意すること。 
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 ◇ 常勤専従のサービス提供責任者がいない。   

 → 出勤簿，タイムカード，シフト表等で勤務した時間を確実に記録しておくこと。 

   （記録がなく，確認できない場合は，勤務していないものとみなす。） 

 

② 管理者及びサービス提供責任者の責務 

 ◇ 管理者及びサービス提供責任者が，サービス提供等により，事業所にいる時間が短く，本来

業務の遂行に支障が生じている。 

 

③ 特定事業所加算 

 ◇ 常に算定要件を確実に満たしていることを確認したうえで，報酬請求すること。 

 

 ◇ 加算取得の届出後についても，常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないこと

が判明すれば，その時点で取下げの届出を行い，翌月分から算定しない取扱いとすること。 

 

 ◇ 特に注意すべき要件 

（計画的な研修の実施） 

● 全従業者（登録ヘルパーを含む。）に対し，従業者ごとに個別具体的な研修の目標，内容，

研修期間，実施時期等を定めた研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施すること。 

  なお，計画の策定に当たっては，職責，経験年数，勤続年数，所有資格及び本人の意向等

に応じ，職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

 また，虐待防止のための研修については，事業所で定める運営規程等に従い，必ず実施す

ること。 

 

（会議の定期的開催） 

● 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は技術指導等を

目的とした会議を定期的（概ね１月に１回以上）に開催すること。 

● 登録ヘルパーも含めたサービス提供に当たる従業者全員が参加すること。 

● 会議の概要（日時，内容，参加者名等）について記録すること。 

→ 会議は，概ね１月に１回以上全員が出席して開催する必要がある。（重度訪問介護事業所は，

必要が生じた場合に開催することで差し支えない。） 

  開催に当たっては，サービス提供責任者ごとにいくつかのグループに分かれて開催するな

ど，全ての従業者が会議に参加できるようにする必要がある。なお，年間を通して時間帯を

問わずサービス提供を行っている事業所においては，サービス提供責任者が従業者一人ひと

りと個別に，又は数人ごとに開催する方法でも差し支えない。 

  また，会議を開催した場合，その概要を記録する必要がある。 

 

 

（文書等による指示及びサービス提供後の報告） 

● サービス提供責任者が，毎回のサービスごとに，利用者に関する情報やサービス提供に当

たっての留意事項等をヘルパーに文書（メール可）等の確実な方法による指示を行うこと。

※ 重度訪問介護を除く。 

  また，サービス提供の後に，ヘルパーからの報告を受けること。（サービス提供責任者の指

示及びヘルパーからの報告は必ず記録し，保存しておくこと。メールの場合，メールの日時，

内容が確認できること。） 

 

（熟練した従業者の同行による研修） 
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● 新規に採用した従業者に対し，熟練した従業者が同行すること。（記録がない場合は，同行

していないものとみなす。） 

 

④ 居宅介護等を２人の居宅介護従業者で行った場合の算定 

◇ ２人介助について居宅介護等計画に位置付けられていない。 

 

◇ ２人介助の必要性について，計画に利用者の身体的理由等の記載がない。 

→ 居宅介護等計画に適切に記録，又，明確に位置付けること。 

  

⑤ 移動介護加算 

◇ 外出時における移動中の介護について，重度訪問介護計画に位置付けること。 

 

⑥ 夜間早朝・深夜加算 

◇ 夜間早朝・深夜加算を算定している事例に当たって，その時間帯にサービスの提供を行う必 

要性等を居宅介護計画等に位置付けること。 

 

 

 

 

通所系サービス 

（生活介護，自立訓練（機能訓練，生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型，児童発達 

 支援（センター，センター以外），放課後等デイサービス） 

 

① 従業員の員数（放課後等デイサービス） 

 ◇ 児童指導員又は保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が，次に掲げる障害児の数の区 

分に応じ，それぞれ次に定める数以上となっていること。 

ア 障害児の数が 10までのもの  2以上 

イ 障害児の数が 10 を超えるもの 2 に，障害児の数が 10 を超えて 5 又はその端数を増すご

とに 1を加えて得た数以上 

 → 上記の員数のうち児童指導員又は保育士を半数以上配置すること。 

 

 

② 欠席時対応加算 

 ◇ 欠席の連絡のあった日や，当該利用者の状況，相談援助の内容等について記録すること。 

 → 加算の算定に当たっては，急病等によりその利用を中止した日の前々日，前日又は当日に中 

  止の連絡があった場合について算定可能とする。 

 

 ◇ 請求時，加算算定可能な日か，連絡日時，欠席日，利用者の状況，相談援助の内容等が記録

されているか確認すること。 （利用を中止した日の２営業日前までしか加算の算定はできな

い。） 

 

※ 記録の様式は問わないが，記載が必要な事項について自主点検表で確認しておくこと。 

 ＜参考様式＞ 

 

○令和元年度 欠席時対応記録 

 

 ◇ 常勤専従のサービス提供責任者がいない。   

 → 出勤簿，タイムカード，シフト表等で勤務した時間を確実に記録しておくこと。 

   （記録がなく，確認できない場合は，勤務していないものとみなす。） 

 

② 管理者及びサービス提供責任者の責務 

 ◇ 管理者及びサービス提供責任者が，サービス提供等により，事業所にいる時間が短く，本来

業務の遂行に支障が生じている。 

 

③ 特定事業所加算 

 ◇ 常に算定要件を確実に満たしていることを確認したうえで，報酬請求すること。 

 

 ◇ 加算取得の届出後についても，常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないこと

が判明すれば，その時点で取下げの届出を行い，翌月分から算定しない取扱いとすること。 

 

 ◇ 特に注意すべき要件 

（計画的な研修の実施） 

● 全従業者（登録ヘルパーを含む。）に対し，従業者ごとに個別具体的な研修の目標，内容，

研修期間，実施時期等を定めた研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施すること。 

  なお，計画の策定に当たっては，職責，経験年数，勤続年数，所有資格及び本人の意向等

に応じ，職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

 また，虐待防止のための研修については，事業所で定める運営規程等に従い，必ず実施す

ること。 

 

（会議の定期的開催） 

● 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は技術指導等を

目的とした会議を定期的（概ね１月に１回以上）に開催すること。 

● 登録ヘルパーも含めたサービス提供に当たる従業者全員が参加すること。 

● 会議の概要（日時，内容，参加者名等）について記録すること。 

→ 会議は，概ね１月に１回以上全員が出席して開催する必要がある。（重度訪問介護事業所は，

必要が生じた場合に開催することで差し支えない。） 

  開催に当たっては，サービス提供責任者ごとにいくつかのグループに分かれて開催するな

ど，全ての従業者が会議に参加できるようにする必要がある。なお，年間を通して時間帯を

問わずサービス提供を行っている事業所においては，サービス提供責任者が従業者一人ひと

りと個別に，又は数人ごとに開催する方法でも差し支えない。 

  また，会議を開催した場合，その概要を記録する必要がある。 

 

 

（文書等による指示及びサービス提供後の報告） 

● サービス提供責任者が，毎回のサービスごとに，利用者に関する情報やサービス提供に当

たっての留意事項等をヘルパーに文書（メール可）等の確実な方法による指示を行うこと。

※ 重度訪問介護を除く。 

  また，サービス提供の後に，ヘルパーからの報告を受けること。（サービス提供責任者の指

示及びヘルパーからの報告は必ず記録し，保存しておくこと。メールの場合，メールの日時，

内容が確認できること。） 

 

（熟練した従業者の同行による研修） 
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連絡日時 欠席日 利用者名 対応者名 利用者の状況，相談援助の内容 加算算定 

5/7(火) 

8:31 

5/7(火) 

  8(水) 

  9(木) 

  10(金) 

△△ △△ 
×× ×

× 

本人から電話連絡。前日夜から発

熱(39 度)。頭痛，のどの痛みが

あるため，5/10まで欠席。 

医療機関を受診し，十分休養する

よう助言。 

5/7○ 

  8○ 

  9○ 

  10× 

 

③ 人員体制に関する加算 届出を要する加算 

（全サービス）福祉専門職員配置等加算，視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

（生活介護）人員配置体制加算，常勤看護職員等配置加算 

（就労移行支援）就労支援関係研修修了加算 

（就労継続支援Ａ型，Ｂ型）就労移行支援体制加算 

 

 ◇ 加算届出以降も，請求の都度要件を満たしていることを確認すること。 

 → 職員の退職等により，人員体制に変更があった場合は，必要な要件を満たしているか，必ず 

  確認すること。 

 

④ 人員欠如減算（放課後等デイサービス） 

 ◇ サービスの提供を行う時間帯を通じて，従業者（児童発達支援管理責任者，児童指導員，保 

  育士，障害福祉サービス経験者）を必要数配置すること。 

   従業者が欠けた場合は，早急に配置すること。やむを得ず早急な配置が見込めない場合は， 

人員欠如減算の要件等を確認し，必要な減算を行うこと。 

   ただし，減算はあくまで給付費算定上の措置であり，人員欠如は明確な基準違反として指導

の対象であるため，指導に従わない場合は指定取消を含め，厳しく対応する。 

 

⑤ 定員超過減算（児童発達支援，放課後等デイサービス） 

 ◇ やむを得ない事情がないにもかかわらず，定められた人数を超過して利用者を受け入れた場

合は定員超過に伴う減算を行うこと。 

   ただし，定員超過に関する指導に従わない場合は指定取消を含め，厳しく対処する。 

 

⑥ 嘱託医契約（生活介護） 

 ◇ 嘱託医契約は必ず締結すること。契約期間が終了していないか定期的に確認すること。 

 

 ◇ 出勤簿や診療記録等，嘱託医が勤務したことを記録すること。 

 

⑦ 施設外就労及び施設外支援（就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型） 

 ◇ 施設外就労及び施設外支援を提供する場合は，当該事業所の運営規程に位置付けていること。 

 

 ◇ 施設外就労及び施設外支援を含めた個別支援計画を事前に作成すること。 

 

 ◇ 施設外就労先の企業等と請負作業に関する契約を締結すること。 

 

 ◇ 施設外就労により就労している利用者については，月の利用日数のうち最低２日は，施設外

就労先又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

  

⑧ 就労事業所における会計の区分（就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型） 

 ◇ 就労支援等の事業に関する会計の収支状況が把握できるよう，その他の事業（福祉事業活動 

● 新規に採用した従業者に対し，熟練した従業者が同行すること。（記録がない場合は，同行

していないものとみなす。） 

 

④ 居宅介護等を２人の居宅介護従業者で行った場合の算定 

◇ ２人介助について居宅介護等計画に位置付けられていない。 

 

◇ ２人介助の必要性について，計画に利用者の身体的理由等の記載がない。 

→ 居宅介護等計画に適切に記録，又，明確に位置付けること。 

  

⑤ 移動介護加算 

◇ 外出時における移動中の介護について，重度訪問介護計画に位置付けること。 

 

⑥ 夜間早朝・深夜加算 

◇ 夜間早朝・深夜加算を算定している事例に当たって，その時間帯にサービスの提供を行う必 

要性等を居宅介護計画等に位置付けること。 

 

 

 

 

通所系サービス 

（生活介護，自立訓練（機能訓練，生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型，児童発達 

 支援（センター，センター以外），放課後等デイサービス） 

 

① 従業員の員数（放課後等デイサービス） 

 ◇ 児童指導員又は保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が，次に掲げる障害児の数の区 

分に応じ，それぞれ次に定める数以上となっていること。 

ア 障害児の数が 10までのもの  2以上 

イ 障害児の数が 10 を超えるもの 2 に，障害児の数が 10 を超えて 5 又はその端数を増すご

とに 1を加えて得た数以上 

 → 上記の員数のうち児童指導員又は保育士を半数以上配置すること。 

 

 

② 欠席時対応加算 

 ◇ 欠席の連絡のあった日や，当該利用者の状況，相談援助の内容等について記録すること。 

 → 加算の算定に当たっては，急病等によりその利用を中止した日の前々日，前日又は当日に中 

  止の連絡があった場合について算定可能とする。 

 

 ◇ 請求時，加算算定可能な日か，連絡日時，欠席日，利用者の状況，相談援助の内容等が記録

されているか確認すること。 （利用を中止した日の２営業日前までしか加算の算定はできな

い。） 

 

※ 記録の様式は問わないが，記載が必要な事項について自主点検表で確認しておくこと。 

 ＜参考様式＞ 

 

○令和元年度 欠席時対応記録 

● 新規に採用した従業者に対し，熟練した従業者が同行すること。（記録がない場合は，同行

していないものとみなす。） 

 

④ 居宅介護等を２人の居宅介護従業者で行った場合の算定 

◇ ２人介助について居宅介護等計画に位置付けられていない。 

 

◇ ２人介助の必要性について，計画に利用者の身体的理由等の記載がない。 

→ 居宅介護等計画に適切に記録，又，明確に位置付けること。 

  

⑤ 移動介護加算 

◇ 外出時における移動中の介護について，重度訪問介護計画に位置付けること。 

 

⑥ 夜間早朝・深夜加算 

◇ 夜間早朝・深夜加算を算定している事例に当たって，その時間帯にサービスの提供を行う必 

要性等を居宅介護計画等に位置付けること。 

 

 

 

 

通所系サービス 

（生活介護，自立訓練（機能訓練，生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型，児童発達 

 支援（センター，センター以外），放課後等デイサービス） 

 

① 従業員の員数（放課後等デイサービス） 

 ◇ 児童指導員又は保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が，次に掲げる障害児の数の区 

分に応じ，それぞれ次に定める数以上となっていること。 

ア 障害児の数が 10までのもの  2 以上 

イ 障害児の数が 10 を超えるもの 2 に，障害児の数が 10 を超えて 5 又はその端数を増すご

とに 1を加えて得た数以上 

 → 上記の員数のうち児童指導員又は保育士を半数以上配置すること。 

 

 

② 欠席時対応加算 

 ◇ 欠席の連絡のあった日や，当該利用者の状況，相談援助の内容等について記録すること。 

 → 加算の算定に当たっては，急病等によりその利用を中止した日の前々日，前日又は当日に中 

  止の連絡があった場合について算定可能とする。 

 

 ◇ 請求時，加算算定可能な日か，連絡日時，欠席日，利用者の状況，相談援助の内容等が記録

されているか確認すること。 （利用を中止した日の２営業日前までしか加算の算定はできな

い。） 

 

※ 記録の様式は問わないが，記載が必要な事項について自主点検表で確認しておくこと。 

 ＜参考様式＞ 

 

○令和元年度 欠席時対応記録 
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  （訓練等給付費））の会計と区分して，それぞれの事業の経費を明らかにし，収支を明確にす 

ること。 

  

⑨ 賃金，工賃の支払（就労継続支援Ａ型，Ｂ型） 

 ◇ 就労継続支援Ａ型事業の利用者に対し，原則として雇用契約を締結すること。 

 

 ◇ 就労継続支援Ａ型（雇用契約あり）の利用者に対し，労働基準監督署より最低賃金の減額の

特例を受けた場合を除き，最低賃金以上の賃金を支払うこと。 

   なお，平成２９年４月から，利用者の生産活動における収入から経費を差し引いた額が利用

者に支払うべき最低賃金以上の額とならなければならず，また，給付費の利用者賃金への充当

禁止が基準上明記されたことに留意すること。 

 

 ◇ 就労継続支援Ｂ型事業の利用者に対する工賃は，生産活動に係る事業の収入から事業に必要

な経費を控除した額を支払うこと。また，工賃規程等により，工賃支払いの基準を明確にする

こと。 

 

⑩ 情報の提供等（放課後等デイサービス） 

 ◇ 指定放課後等デイサービス事業者は，おおむね一年に１回以上，放課後等デイサービスガイ

ドラインに基づき評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表する

こと。 

 → 自己評価結果等の公表が未実施の場合，自己評価結果等未公表減算に該当するため留意する 

こと。（平成３１年４月１日から適用） 

 

相談系サービス 

（計画相談支援，障害児相談支援） 

① 計画の作成 

（１） サービス等利用計画の作成について 

 ◇ アセスメント及びモニタリングの実施に当たっては，利用者の居宅等（居宅，グループホー 

ム，入所施設，入院中の病院等）を訪問し，利用者及びその家族に面接するとともに，利用者 

等が訪問を拒否する等，やむを得ず訪問できない場合は，その理由を記録すること。 

→ 原則，居宅等を訪問すること。利用者の拒否等やむを得ず居宅等に訪問できない場合は，理 

由を必ず記録すること。 

 

 ◇ 受給者証に記載するモニタリング期間ごとにモニタリングを行っていない。 

 

 ◇ サービス担当者会議等の記録がない。 

  （記録がない場合は，実施していないものとみなす。） 

 

  ◇ サービス担当者会議の記録には，利用者について，その心身の状況，利用者の希望する生活

や解決すべき課題等を検討した内容を記録すること。 

 

連絡日時 欠席日 利用者名 対応者名 利用者の状況，相談援助の内容 加算算定 

5/7(火) 

8:31 

5/7(火) 

  8(水) 

  9(木) 

  10(金) 

△△ △△ 
×× ×

× 

本人から電話連絡。前日夜から発

熱(39 度)。頭痛，のどの痛みが

あるため，5/10まで欠席。 

医療機関を受診し，十分休養する

よう助言。 

5/7○ 

  8○ 

  9○ 

  10× 

 

③ 人員体制に関する加算 届出を要する加算 

（全サービス）福祉専門職員配置等加算，視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

（生活介護）人員配置体制加算，常勤看護職員等配置加算 

（就労移行支援）就労支援関係研修修了加算 

（就労継続支援Ａ型，Ｂ型）就労移行支援体制加算 

 

 ◇ 加算届出以降も，請求の都度要件を満たしていることを確認すること。 

 → 職員の退職等により，人員体制に変更があった場合は，必要な要件を満たしているか，必ず 

  確認すること。 

 

④ 人員欠如減算（放課後等デイサービス） 

 ◇ サービスの提供を行う時間帯を通じて，従業者（児童発達支援管理責任者，児童指導員，保 

  育士，障害福祉サービス経験者）を必要数配置すること。 

   従業者が欠けた場合は，早急に配置すること。やむを得ず早急な配置が見込めない場合は， 

人員欠如減算の要件等を確認し，必要な減算を行うこと。 

   ただし，減算はあくまで給付費算定上の措置であり，人員欠如は明確な基準違反として指導

の対象であるため，指導に従わない場合は指定取消を含め，厳しく対応する。 

 

⑤ 定員超過減算（児童発達支援，放課後等デイサービス） 

 ◇ やむを得ない事情がないにもかかわらず，定められた人数を超過して利用者を受け入れた場

合は定員超過に伴う減算を行うこと。 

   ただし，定員超過に関する指導に従わない場合は指定取消を含め，厳しく対処する。 

 

⑥ 嘱託医契約（生活介護） 

 ◇ 嘱託医契約は必ず締結すること。契約期間が終了していないか定期的に確認すること。 

 

 ◇ 出勤簿や診療記録等，嘱託医が勤務したことを記録すること。 

 

⑦ 施設外就労及び施設外支援（就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型） 

 ◇ 施設外就労及び施設外支援を提供する場合は，当該事業所の運営規程に位置付けていること。 

 

 ◇ 施設外就労及び施設外支援を含めた個別支援計画を事前に作成すること。 

 

 ◇ 施設外就労先の企業等と請負作業に関する契約を締結すること。 

 

 ◇ 施設外就労により就労している利用者については，月の利用日数のうち最低２日は，施設外

就労先又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

  

⑧ 就労事業所における会計の区分（就労移行支援，就労継続支援Ａ型，Ｂ型） 

 ◇ 就労支援等の事業に関する会計の収支状況が把握できるよう，その他の事業（福祉事業活動 
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給付費の返還に係る考え方 

 

   次のような場合については本来，請求権が発生しないと考えられ，給付費の全

額返還もあり得るので，十分留意すること。 

 

① 事業者指定当初から人員基準を満たしていなかった場合。（虚偽の指定申請） 

 

② 人員基準はあるが減算の規定がないサービス提供責任者等の職種につい  

て，実地指導等の際に人員基準違反が確認され，改善の指導を行ったにもかか

わらず，指導に従わず改善されていない場合。 

 ※ 必要となる職種に対して，全く人員を配置していない場合には，原則，最

初に確認された時点で全額返還を指示する。 

 

③ 実地指導等において，減算規定がある生活支援員等の職種の人員基準違反が

確認され，自主返還が生じた事業所であって，指導に従わず改善されていない

場合。 

 ※ 必要となる職種に対して，全く人員を配置していない場合には，原則，最

初に確認された時点で全額返還を指示する。 

 

④ 給付費請求の根拠となる個別支援計画が未作成又は運営基準に規定する個別

支援計画の作成に係る一連の手続を適切に行っていないことが確認された場

合。 

  

※ 悪質なケースは，不正利得の徴収として，障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第８条第２項，児童福祉法第５７条の２第２項及

び第５項に基づき，返還させる額に１００分の４０を乗じて得た額を支払わせ

るとともに，詐欺罪（刑法第２４６条）に該当する場合には告発を行う。 

 

◎刑法 

（詐欺）  

 第２４６条 人を欺いて財物を交付させた者は，１０年以下の懲役に処する。 

 ２ 前項の方法により財産上不法の利益を得，又は他人にこれを得させた者

も，同項と同様とする。 
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０
１
実

地
指

導
時

準
備

書
類

一
覧

（
京
都
市
）
 

 ＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

  
居
宅
介
護
，
重
度
訪
問
介
護
，
同
行
援
護
，
行
動
援
護
，
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
 

  １
 
提
出
書
類
（
写
し
。
そ
れ
ぞ
れ
１
部
ず
つ
）
 

（
１
）
運
営
規
程
 

（
２
）
重
要
事
項
説
明
書
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
契
約
書
の
様
式
等
 

（
３
）
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
別
添
）（

勤
務
実
績
を
記
載
し
た
も
の
）
 

 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

（
４
）
組
織
体
制
図
（
職
種
が
確
認
で
き
る
職
員
名
簿
で
も
可
）
 

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
６
）
直
近
に
届
け
出
た
事
業
所
の
平
面
図
 

 ２
 
提
示
書
類
 

（
１
）
勤
務
体
制
及
び
介
護
給
付
費
の
請
求
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
従
業
者
の
勤
務
関
係
書
類
 

 
 
 
・
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
実
績
が
分
か
る
資
料
 
 
・
シ
フ
ト
表
等
の
勤
務
形
態
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
従
業
員
の
健
康
診
断
結
果
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

 
 
イ
 
資
格
証
（
写
し
で
も
可
）
 

 
 
 
＊
ア
及
び
イ
は
，
上
記
１
（
３
）
勤
務
形
態
一
覧
表
に
記
載
の
従
業
者
に
つ
い
て
御
用
意
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ウ
 
特
定
事
業
所
加
算
（
前
年
度
（
３
月
を
除
く
。）

職
員
の
割
合
，
重
度
障
害
者
の
割
合
等
）
の
算
定
に
係
る
挙
証
資

料
 

 
 
エ
 
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
（
特
別
）
加
算
の
算
定
に
係
る
各
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
 

 
 
オ
 
緊
急
時
，
事
故
発
生
時
，
苦
情
対
応
，
衛
生
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 
 
カ
 
苦
情
処
理
，
事
故
発
生
時
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
含
む
）
に
お
け
る
対
応
状
況
の
分
か
る
資
料
 

 
 
キ
 
研
修
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
（
虐
待
防
止
の
研
修
記
録
等
）
 

 
 
ク
 
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置
，
利
用
者
等
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
が
分
か
る
書
類
等
 

 
 
ケ
 
介
護
給
付
費
請
求
書
，
介
護
給
付
費
明
細
書
（
国
保
連
請
求
控
え
）
 

 
 
コ
 
請
求
書
，
領
収
書
及
び
代
理
受
領
通
知
書
の
控
え
 

 
 
 
＊
ケ
及
び
コ
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

 
 
サ
 
直
近
の
決
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
，
損
益
計
算
書
等
）
 

 （
２
）
自
主
点
検
表
（
直
近
分
）
 

 （
３
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
居
宅
介
護
等
計
画
書
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
含
む
），

サ
ー
ビ
ス
提
供
票
 

 
 
イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
 

  
※
実
地
指
導
日
が
毎
月
１
０
日
ま
で
の
場
合
は
，
前
々
月
，
前
々
々
月
分
で
も
可
。
 

 

・「
１
 
提
出
書
類
」
に
記
載
の
資
料
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
当
日
，
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・「
２
 
提
示
書
類
」
に
記
載
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
，
別
途
資
料
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

  
「
１
 
提
出
書
類
」
の
う
ち
，
下
線
を
付
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
，
京
都
市
情
報
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

様
式
に
よ
り
編
集
可
能
で
す
。
 

 
ht
tp
:/
/w
ww
.c
it
y.
ky
ot
o.
lg
.j
p/
me
nu
3/
ca
te
go
ry
/4
6-
5-
2-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0.
ht
ml
 

 

０
１
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

調
書

（
京
都
市
）
 

 ＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 
 
＊
該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
 

 
居
宅
介
護
，
重
度
訪
問
介
護
，
同
行
援
護
，
行
動
援
護
，
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
 

  
項
目

 
対
応
方
法
等

 
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
有
無

 
①
居
宅
介
護
計
画

 
 
の
作
成
状
況
等

 
▽
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
職
・
氏
名

 
  ▽
計
画
作
成
担
当
者
職
・
氏
名

 
  ▽
計
画
作
成
状
況
 
 
 
 
 
名
中
 
 
 
 
名

 
  ▽
計
画
の
見
直
し
時
期
の
考
え
方

 
   

 

②
緊
急
時
等
の
対

 
 
応

 
▽
利
用
者
の
病
状
急
変
等
に
お
け
る
対
応

 
   

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
連
絡
体
制
の
有
無
（
有
・
無
）

 
無

 
③
衛
生
管
理
等

 
 

▽
感
染
症
対
策

 
   ▽
設
備
，
備
品
の
衛
生
対
策

 
   

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 

④
秘
密
保
持
等

 
▽
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
  ▽
従
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
  ▽
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取
組
の
有
無

 
  

従
業
者
の
誓
約
書

 
有
 
・
 
無

 
 利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
同
意
書

 
有
 
・
 
無

 

⑤
苦
情
処
理
体
制

 
▽
苦
情
受
付
窓
口
設
置
の
有
無

 
  ▽
具
体
的
な
処
理
体
制
（
特
に
，
苦
情
を
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
て
い
る
か
）

 
   

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 

⑥
事
故
発
生
時
の

 
 
対
応

 
▽
事
故
発
生
時
の
具
体
的
な
連
絡
先

 
   ▽
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
（
特
に
，
事
故
の
再
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に

 
 
し
て
い
る
か
）

 
   

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
連
絡
体
制
の
有
無
（
有
・
無
）

 
無

 
 損

害
賠

償
保

険
へ

の
加

入
の

有
無

 
（

 有
 ・

 無
 ）

 
⑦
虐
待
防
止

 
▽
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
内
容

 
   ▽
具
体
的
な
実
施
状
況
（
研
修
の
開
催
頻
度
 
等
）
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０
２
 
実

地
指

導
時

準
備

書
類

一
覧

（
京
都
市
）
 

＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

 
生
活
介
護
，
 
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
），

 
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
），

 
就
労
移
行
支
援
，
 

 
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
，
 
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
 

１
 
提
出
書
類
（
写
し
。
そ
れ
ぞ
れ
１
部
ず
つ
）
 

（
１
）
運
営
規
程
 

（
２
）
重
要
事
項
説
明
書
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
契
約
書
の
様
式
等
 

（
３
）
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
別
添
）（

勤
務
実
績
を
記
載
し
た
も
の
）
 

 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

（
４
）
組
織
体
制
図
（
職
種
が
確
認
で
き
る
職
員
名
簿
で
も
可
）
 

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
６
）
＜
生
活
介
護
＞
平
均
障
害
支
援
区
分
・
利
用
者
数
に
関
す
る
調
書
，
利
用
時
間
算
定
シ
ー
ト
（
別
添
）
 

 
 
 
＜
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
＞
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
数
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
７
）
直
近
に
届
け
出
た
事
業
所
の
平
面
図
 

 ２
 
提
示
書
類
 

（
１
）
勤
務
体
制
及
び
介
護
給
付
費
の
請
求
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
従
業
者
の
勤
務
関
係
書
類
 

 
 
 
・
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
実
績
が
分
か
る
資
料
 
 
・
シ
フ
ト
表
等
の
勤
務
形
態
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
従
業
員
の
健
康
診
断
結
果
が
分
か
る
資
料
 

 
 
イ
 
資
格
証
（
写
し
で
も
可
）
 

 
 
 
＊
ア
及
び
イ
は
，
上
記
１
（
３
）
勤
務
形
態
一
覧
表
に
記
載
の
従
業
者
に
つ
い
て
御
用
意
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ウ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
等
の
算
定
に
係
る
従
業
者
の
割
合
等
が
分
か
る
資
料
 

 
 
エ
 
基
本
報
酬
の
算
定
根
拠
が
わ
か
る
資
料
（
就
労
移
行
支
援
，
Ａ
型
，
Ｂ
型
）
 

 
 
オ
 
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
（
特
別
）
加
算
の
算
定
に
係
る
各
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
 

 
 
カ
 
緊
急
時
，
事
故
発
生
時
，
苦
情
対
応
，
衛
生
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 
 
キ
 
苦
情
処
理
，
事
故
発
生
時
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
含
む
）
に
お
け
る
対
応
状
況
の
分
か
る
資
料
 

 
 
ク
 
研
修
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
（
虐
待
防
止
の
研
修
記
録
等
）
 

 
 
ケ
 
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置
，
利
用
者
等
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
が
分
か
る
書
類
等
 

 
 
コ
 
非
常
災
害
に
対
す
る
対
応
計
画
（
消
防
計
画
，
風
水
害
に
対
処
す
る
計
画
等
）
 

 
 
サ
 
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
 

 
 
シ
 
介
護
給
付
費
請
求
書
，
介
護
給
付
費
明
細
書
（
国
保
連
請
求
控
え
）
 

 
 
ス
 
請
求
書
，
領
収
書
及
び
代
理
受
領
通
知
書
の
控
え
 

 
 
 
＊
シ
及
び
ス
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

 
 
セ
 
直
近
の
決
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
，
損
益
計
算
書
等
）
 

 
 
ソ
 
（
就
労
系
の
み
）
就
労
支
援
事
業
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
会
計
と
区
分
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
 

 
 
タ
 
（
Ａ
型
の
み
）
就
労
支
援
事
業
別
事
業
活
動
明
細
書
 

 
 
 

＊
参
照
「
就
労
支
援
の
事
業
の
会
計
処
理
の
基
準
」（

平
成

18
年

10
月

2
日
付
け
社
援
発
第

10
02
00
1
号
 
厚
労
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知
）
 

（
２
）
自
主
点
検
表
（
直
近
分
）
 

（
３
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
個
別
支
援
計
画
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
含
む
），

実
績
記
録
票
 

 
 
イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
 

 
 
ウ
 
利
用
者
の
雇
用
契
約
書
（
雇
用
契
約
締
結
利
用
者
分
）
 

 
 
エ
 
利
用
者
の
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
の
状
況
が
分
か
る
資
料
 

 
 
オ
 
利
用
者
の
生
産
活
動
の
収
入
，
経
費
及
び
利
用
者
の
賃
金
・
工
賃
支
払
実
績
が
分
か
る
資
料
（
給
料
明
細
等
）
 

 
 
 
＊
エ
及
び
オ
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

・「
１
 
提
出
書
類
」
に
記
載
の
資
料
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
当
日
，
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・「
２
 
提
示
書
類
」
に
記
載
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
，
別
途
資
料
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

    

「
１
 
提
出
書
類
」
の
う
ち
，
下
線
を
付
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
，
京
都
市
情
報
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

様
式
に
よ
り
編
集
可
能
で
す
。
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０
２
 
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

調
書

（
京
都
市
）

 

 

＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 
 
＊
該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
 

 
生
活
介
護
，
 
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
），

 
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
），

 
就
労
移
行
支
援
，
 

 
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
，
 
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
 

 

項
目

 
対
応
方
法
等

 
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
計
画
等
の
有
無

 
①
個
別
支
援
計
画
 

 
 
の
作
成
状
況
等

 
▽
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
職
・
氏
名

 
  ▽
計
画
作
成
状
況
 
 
 
 
 
名
中
 
 
 
 
名

 
  ▽
計
画
の
見
直
し
時
期
の
考
え
方

 
  

 

②
緊
急
時
等
の
対

 
 
応

 
▽
利
用
者
の
病
状
急
変
等
に
お
け
る
対
応

 
  

有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
無

 
③
衛
生
管
理
等

 
 

▽
感
染
症
対
策

 
  ▽
設
備
，
備
品
の
衛
生
対
策

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 
④
秘
密
保
持
等

 
▽
従
業
者
及
び
従
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
  ▽
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取
組
の
有
無

 
  

従
業
者
の
誓
約
書

 
有
 
・
 
無

 
 利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
同
意
書

 
有
 
・
 
無

 
⑤
苦
情
処
理
体
制

 
▽
苦
情
受
付
窓
口
設
置
の
有
無

 
  ▽
具
体
的
な
処
理
体
制
（
特
に
，
苦
情
を
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
て
い
る
か
）

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 
⑥
事
故
発
生
時
の

 
 
対
応

 
▽
事
故
発
生
時
の
具
体
的
な
連
絡
先

 
  ▽
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
（
特
に
，
事
故
の
再
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に

 
 
し
て
い
る
か
）

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
無

 
損
害
賠
償
保
険
へ
の
加

入
の
有
無

 
（

 有
 ・

 無
 ）

 
⑦
非
常
災
害
対
策

 
▽
災
害
発
生
時
の
通
報
・
連
絡
体
制

 
  ▽
災
害
発
生
時
の
対
応
方
法

 
  ▽
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況

 
  

消
防
計
画
 
・
 
風
水
害
に
対
処
す
る
計
画

 
有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 

⑧
虐
待
防
止

 
▽
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
内
容

 
  ▽
具
体
的
な
実
施
状
況
（
研
修
の
開
催
頻
度
 
等
）

 
  

 

⑨
身
体
拘
束
廃
止

 
 
に
向
け
た
取
組

 
 
状
況

 

▽
身
体
拘
束
該
当
事
例
の
有
無
及
び
概
要
並
び
に
件
数

 
  

 記
録
の
有
・
無
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０
３
 
実

地
指

導
時

準
備

書
類

一
覧

（
京
都
市
）
 

 ＜
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

 
地
域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
・
地
域
定
着
支
援
），

計
画
相
談
支
援
，
障
害
児
相
談
支
援
，
就
労
定
着
支
援
，
 

自
立
生
活
援
助
 

 

 １
 
提
出
書
類
（
写
し
。
そ
れ
ぞ
れ
１
部
ず
つ
）
 

（
１
）
運
営
規
程
 

（
２
）
重
要
事
項
説
明
書
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
契
約
書
の
様
式
等
 

（
３
）
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
別
添
）（

勤
務
実
績
を
記
載
し
た
も
の
）
 

 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

（
４
）
組
織
体
制
図
（
職
種
が
確
認
で
き
る
職
員
名
簿
で
も
可
）
 

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
６
）
直
近
に
届
け
出
た
事
業
所
の
平
面
図
 

 ２
 
提
示
書
類
 

（
１
）
勤
務
体
制
及
び
介
護
給
付
費
の
請
求
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
従
業
者
の
勤
務
関
係
書
類
 

 
 
 
・
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
実
績
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
シ
フ
ト
表
等
の
勤
務
形
態
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
従
業
員
の
健
康
診
断
結
果
が
分
か
る
資
料
 

 
 
イ
 
資
格
証
（
写
し
で
も
可
）
 

 
 
 
＊
ア
及
び
イ
は
，
上
記
１
（
３
）
勤
務
形
態
一
覧
表
に
記
載
の
従
業
者
に
つ
い
て
御
用
意
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ウ
 
緊
急
時
，
事
故
発
生
時
，
苦
情
対
応
，
衛
生
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 
 
エ
 
苦
情
処
理
，
事
故
発
生
時
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
含
む
）
に
お
け
る
対
応
状
況
の
分
か
る
資
料
 

 
 
オ
 
研
修
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
（
虐
待
防
止
の
研
修
記
録
等
）
 

 
 
カ
 
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置
，
利
用
者
等
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
が
分
か
る
書
類
等
 

 
 
キ
 
介
護
給
付
費
等
請
求
書
，
介
護
給
付
費
等
明
細
書
（
国
保
連
請
求
明
細
控
え
）
 

 
 
ク
 
請
求
書
，
領
収
書
及
び
代
理
受
領
通
知
書
の
控
え
 

 
 
 
＊
キ
及
び
ク
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

 
 
ケ
 
直
近
の
決
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
，
損
益
計
算
書
等
）
 

（
２
）
自
主
点
検
表
（
直
近
分
）
 

（
３
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
，
個
別
支
援
計
画
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
含
む
）
 

 
 
イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
 

 
 
ウ
 
実
績
記
録
票
（
地
域
移
行
支
援
，
地
域
定
着
支
援
，
就
労
定
着
支
援
，
自
立
生
活
援
助
の
み
）
 

 

※
実
地
指
導
日
が
毎
月
１
０
日
ま
で
の
場
合
は
，
前
々
月
，
前
々
々
月
分
で
も
可
。
 

・「
１
 
提
出
書
類
」
に
記
載
の
資
料
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
当
日
，
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・「
２
 
提
示
書
類
」
に
記
載
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
，
別
途
資
料
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

    

「
１
 
提
出
書
類
」
の
う
ち
，
下
線
を
付
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
，
京
都
市
情
報
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

様
式
に
よ
り
編
集
可
能
で
す
。
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０
３
 
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

調
書

（
京
都
市
）

 

＜
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

 
地
域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
・
地
域
定
着
支
援
），

計
画
相
談
支
援
，
障
害
児
相
談
支
援
，
就
労
定
着
支
援
，
 

 
自
立
生
活
援
助
 

（
事
業
種
別
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

項
目

 
対
応
方
法
等

 
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
有
無

 
①
サ
ー
ビ
ス
計
画

 
 
の
作
成
状
況

 
▽
現
時
点
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
件
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
件

 
   ▽
相
談
支
援
専
門
員
１
名
当
た
り
の
担
当
件
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
件

 
   ▽
計
画
の
見
直
し
時
期
の
考
え
方

 
      

 

②
秘
密
保
持
等

 
▽
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
   ▽
従
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
   ▽
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取
組
の
有
無

 
   

従
業
者
の
誓
約
書

 
有
 
・
 
無

 
    利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
同
意
書

 
有
 
・
 
無

 

③
苦
情
処
理
体
制

 
▽
苦
情
受
付
窓
口
設
置
の
有
無

 
    ▽
具
体
的
な
処
理
体
制
（
特
に
，
苦
情
を
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
て
い
る
か
）

 
     

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 

④
事
故
発
生
時
の

 
 
対
応

 
▽
事
故
発
生
時
の
具
体
的
な
連
絡
先

 
    ▽
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
（
特
に
，
事
故
の
再
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に

 
 
し
て
い
る
か
）

 
     

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
連
絡
体
制
の
有
無
（
有
・
無
）

 
無

 
 損

害
賠

償
保

険
へ

の
加

入
の

有
無

 
（

 有
 ・

 無
 ）

 

⑤
虐
待
防
止

 
▽
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
内
容

 
    ▽
具
体
的
な
実
施
状
況
（
研
修
の
開
催
頻
度
 
等
）
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０
４
 
実

地
指

導
時

準
備

書
類

一
覧

（
京
都
市
）
 

 ＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

 
療
養
介
護
，
 
短
期
入
所
，
 
施
設
入
所
支
援
，
 
共
同
生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
，
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用

型
，
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
）
  

 １
 
提
出
書
類
（
写
し
。
そ
れ
ぞ
れ
１
部
ず
つ
）
 

（
１
）
運
営
規
程
 

（
２
）
重
要
事
項
説
明
書
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
契
約
書
の
様
式
等
 

（
３
）
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
別
添
）（

勤
務
実
績
を
記
載
し
た
も
の
）
 

 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

（
４
）
組
織
体
制
図
（
職
種
が
確
認
で
き
る
職
員
名
簿
で
も
可
）
 

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
６
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
数
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
７
）
直
近
に
届
け
出
た
事
業
所
の
平
面
図
 

 ２
 
提
示
書
類
 

（
１
）
勤
務
体
制
及
び
介
護
給
付
費
の
請
求
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
従
業
者
の
勤
務
関
係
書
類
（
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
の
状
況
が
分
か
る
資
料
）
 

 
 
 
・
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
実
績
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
シ
フ
ト
表
等
の
勤
務
形
態
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
従
業
員
の
健
康
診
断
結
果
が
分
か
る
資
料
 

 
 
イ
 
資
格
証
（
写
し
で
も
可
）
 

 
 
 
＊
ア
及
び
イ
は
，
上
記
１
（
３
）
勤
務
形
態
一
覧
表
に
記
載
の
従
業
者
に
つ
い
て
御
用
意
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ウ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
等
の
算
定
に
係
る
従
業
者
の
割
合
等
が
分
か
る
資
料
 

 
 
エ
 
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
（
特
別
）
加
算
の
算
定
に
係
る
各
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
 

 
 
オ
 
緊
急
時
，
事
故
発
生
時
，
苦
情
対
応
，
衛
生
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 
 
カ
 
苦
情
処
理
，
事
故
発
生
時
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
含
む
）
に
お
け
る
対
応
状
況
の
分
か
る
資
料
 

 
 
キ
 
研
修
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
（
虐
待
防
止
の
研
修
記
録
等
）
 

 
 
ク
 
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置
，
利
用
者
等
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
が
分
か
る
書
類
等
 

 
 
ケ
 
非
常
災
害
に
対
す
る
対
応
計
画
（
消
防
計
画
，
風
水
害
に
対
処
す
る
計
画
等
）
 

 
 
コ
 
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
 

 
 
サ
 
介
護
給
付
費
請
求
書
，
介
護
給
付
費
明
細
書
（
国
保
連
請
求
控
え
）
 

 
 
シ
 
請
求
書
，
領
収
書
及
び
代
理
受
領
通
知
書
の
控
え
 

 
 
 
＊
サ
及
び
シ
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※
 

 
 
ス
 
直
近
の
決
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
，
損
益
計
算
書
等
）
 

（
２
）
自
主
点
検
表
（
直
近
分
）
 

（
３
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
個
別
支
援
計
画
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
含
む
），

実
績
記
録
票
 

 
 
イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
 

  
※
実
地
指
導
日
が
毎
月
１
０
日
ま
で
の
場
合
は
，
前
々
月
，
前
々
々
月
分
で
も
可
。
 

・「
１
 
提
出
書
類
」
に
記
載
の
資
料
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
当
日
，
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・「
２
 
提
示
書
類
」
に
記
載
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
，
別
途
資
料
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

    

「
１
 
提
出
書
類
」
の
う
ち
，
下
線
を
付
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
，
京
都
市
情
報
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

様
式
に
よ
り
編
集
可
能
で
す
。
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０
４
 
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

調
書

（
京
都
市
）
 

＜
障
害
福
祉
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 
 
＊
該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
 

 
療
養
介
護
，
 
短
期
入
所
，
 
施
設
入
所
支
援
，
 
共
同
生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
，
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用

型
，
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
）
 

 

項
目

 
対
応
方
法
等

 
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
有
無

 
①
個
別
支
援
計
画

 
 
の
作
成
状
況
等

 
▽
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
職
・
氏
名

 
  ▽
計
画
作
成
状
況
 
 
 
 
 
名
中
 
 
 
 
名

 
  ▽
計
画
の
見
直
し
時
期
の
考
え
方

 
  

 

②
緊
急
時
等
の
対

 
 
応

 
▽
利
用
者
の
病
状
急
変
等
に
お
け
る
対
応
（
特
に
夜
間
に
お
け
る
対
応
は
ど
う
か
）

 
   

有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
無

 
③
衛
生
管
理
等

 
 

▽
感
染
症
対
策

 
  ▽
設
備
，
備
品
の
衛
生
対
策

 
  

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 
④
秘
密
保
持
等

 
▽
従
業
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
  ▽
従
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
の
措
置

 
  ▽
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取
組
の
有
無

 
  

従
業
者
の
誓
約
書

 
有
 
・
 
無

 
  利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
同
意
書

 
有
 
・
 
無

 

⑤
苦
情
処
理
体
制

 
▽
苦
情
受
付
窓
口
設
置
の
有
無

 
  ▽
具
体
的
な
処
理
体
制
（
特
に
，
苦
情
を
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
て
い
る
か
）

 
  

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 
⑥
事
故
発
生
時
の

 
 
対
応

 
▽
事
故
発
生
時
の
具
体
的
な
連
絡
先

 
  ▽
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
（
特
に
，
事
故
の
再
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に

 
 
し
て
い
る
か
）

 
  

 有
：
作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
無

 
損

害
賠

償
保

険
へ

の
加

入
の

有
無

 
（

 有
 ・

 無
 ）

 
⑦
非
常
災
害
対
策

 
▽
災
害
発
生
時
の
通
報
・
連
絡
体
制

 
  ▽
災
害
発
生
時
の
対
応
方
法

 
  ▽
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況

 
  

消
防
計
画
 
・
 
風
水
害
に
対
処
す
る
計
画

 
有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 

⑧
虐
待
防
止

 
▽
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
内
容

 
  ▽
具
体
的
な
実
施
状
況
（
研
修
の
開
催
頻
度
 
等
）

 
  

 

⑨
身
体
拘
束
廃
止

 
 
に
向
け
た
取
組

 
 
状
況

 

▽
身
体
拘
束
該
当
事
例
の
有
無
及
び
概
要
並
び
に
件
数

 
   

 記
録
の
有
・
無
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０
５
 
実

地
指

導
時

準
備

書
類

一
覧

（
京
都
市
）
 

 ＜
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 

 
児
童
発
達
支
援
，
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
，
保
育
所
等
訪
問
支
援
，
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
 

 
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
，
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
 

 １
 
提
出
書
類
（
写
し
。
そ
れ
ぞ
れ
１
部
ず
つ
）
 

（
１
）
運
営
規
程
 

（
２
）
重
要
事
項
説
明
書
，
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
，
契
約
書
の
様
式
等
 

（
３
）
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
別
添
）（

勤
務
実
績
を
記
載
し
た
も
の
）
 

 
 
＊
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※

1 

（
４
）
組
織
体
制
図
（
職
種
が
確
認
で
き
る
職
員
名
簿
で
も
可
）
 

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
 

（
６
）
利
用
者
数
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
※

1 

（
７
）
直
近
に
届
け
出
た
事
業
所
の
平
面
図
 

 ２
 
提
示
書
類
 

（
１
）
勤
務
体
制
及
び
給
付
費
の
請
求
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
従
業
者
の
勤
務
関
係
書
類
 

 
 
 
・
出
勤
簿
，
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
勤
務
実
績
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
シ
フ
ト
表
等
の
勤
務
形
態
が
分
か
る
資
料
 

 
 
 
・
雇
用
契
約
書
 

 
 
 
・
労
働
者
名
簿
（
労
働
基
準
法
第

10
7
条
）
 

 
 
 
・
賃
金
台
帳
（
労
働
基
準
法
第

10
8
条
）
 

 
 
 
・
就
業
規
則
及
び
給
与
規
程
 

 
 
 
・
従
業
員
の
健
康
診
断
結
果
が
分
か
る
資
料
 

 
 
イ
 
資
格
証
（
写
し
で
も
可
）
 

 
 
 
＊
ア
及
び
イ
は
，
上
記
１
（
３
）
勤
務
形
態
一
覧
表
に
記
載
の
従
業
者
に
つ
い
て
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
 

 
 
ウ
 
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
等
の
算
定
に
係
る
従
業
者
の
割
合
等
が
分
か
る
資
料
 

 
 
エ
 
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
（
特
別
・
特
定
）
加
算
の
算
定
に
係
る
各
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
 

資
料
 

 
 
オ
 
給
付
費
請
求
書
，
給
付
費
明
細
書
（
国
保
連
請
求
控
え
）
 

 
 
カ
 
請
求
書
及
び
領
収
書
の
控
え
 

 
 
 
＊
オ
及
び
カ
は
，
実
地
指
導
月
の
前
月
・
前
々
月
分
を
基
本
と
す
る
。
※

1 

 
 
キ
 
緊
急
時
，
事
故
発
生
時
，
苦
情
対
応
，
衛
生
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 
 
ク
 
苦
情
処
理
，
事
故
発
生
時
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
含
む
）
に
お
け
る
対
応
状
況
の
分
か
る
資
料
 

 
 
ケ
 
研
修
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
 

 
 
コ
 
非
常
災
害
に
対
す
る
対
応
計
画
（
消
防
計
画
，
風
水
害
に
対
処
す
る
計
画
等
）
 

 
 
サ
 
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況
が
分
か
る
資
料
 
 
 

 
 
シ
 
毎
日
の
利
用
者
数
が
分
か
る
書
類
（
直
近
１
年
分
※

2）
，
利
用
者
一
覧
 

 
 
 
 
 

  
 
 
※

1 
実
地
指
導
日
が
毎
月
１
０
日
ま
で
の
場
合
は
，
前
々
月
，
前
々
々
月
分
で
も
可
。
 

 
 
 
※

2 
１
提
出
書
類
（
６
）
利
用
者
数
に
関
す
る
調
書
（
別
添
）
に
定
め
る
直
近

2
月
分
も
含
む
。
 

 （
２
）
自
主
点
検
表
（
直
近
分
）
 

 （
３
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
 

 
 
ア
 
個
別
支
援
計
画
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
の
記
録
含
む
），

実
績
記
録
票
 

 
 
イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
 

   

 

・「
１
 
提
出
書
類
」
に
記
載
の
資
料
の
写
し
に
つ
い
て
は
，
当
日
，
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・「
２
 
提
示
書
類
」
に
記
載
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
必
要
に
応
じ
て
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

・
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
，
別
途
資
料
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

   

「
１
 
提
出
書
類
」
の
う
ち
，
下
線
を
付
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
，
京
都
市
情
報
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

様
式
に
よ
り
編
集
可
能
で
す
。
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０
５
 
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

調
書

（
京
都
市
）

 

 

＜
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞
 
 
＊
該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
 
 

 
児
童
発
達
支
援
，
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
，
保
育
所
等
訪
問
支
援
，
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
 

 
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
，
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
 

 

項
目

 
対
応
方
法
等

 
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
有
無

 
①
個
別
支
援
計
画
 

 
 
の
作
成
状
況
等

 
▽
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
職
・
氏
名

 
  ▽
計
画
作
成
状
況
 
 
 
 
 
名
中
 
 
 
 
名

 
  ▽
計
画
の
見
直
し
時
期
の
考
え
方

 
  

 

②
緊
急
時
等
の
対

 
 
応

 
▽
利
用
者
の
病
状
急
変
等
に
お
け
る
対
応

 
  

有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日
・
無

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
③
衛
生
管
理
等

 
 

▽
感
染
症
対
策

 
  ▽
設
備
，
備
品
の
衛
生
対
策

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 無

 
④

個
人

情
報

の
取

扱
い

 
▽
従
業
者
及
び
従
業
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
個
人
情
報
保
護
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
る

か
 

   ▽
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
同
意
の
取
組
の
有
無

 
   

個
人
情
報
保
護
規
程
等
の
策
定

 
（
有
 
・
 
無
）

 
 従
業
者
の
誓
約
書

 
（
有
 
・
 
無
）

 
 利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
同
意
書

 
（
有
 
・
 
無
）

 
⑤
苦
情
処
理
体
制

 
▽
苦
情
受
付
窓
口
設
置
の
有
無

 
  ▽
具
体
的
な
処
理
体
制
（
特
に
，
苦
情
を
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
繋
げ
て
い
る
か
）

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日
・
無

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

⑥
事
故
発
生
時
の

 
 
対
応

 
▽
事
故
発
生
時
の
具
体
的
な
連
絡
先

 
  ▽
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
（
特
に
，
事
故
の
再
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
ど
の
よ
う
に

 
 
し
て
い
る
か
）

 
  

 有
：

作
成
（
直
近
改
定
）
年
月
日
・
無

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
損
害
賠
償
保
険
へ
の
加

入
の
有
無

 
（

 有
 ・

 無
 ）

 

⑦
非
常
災
害
対
策

 
▽
災
害
発
生
時
の
通
報
・
連
絡
体
制

 
  ▽
災
害
発
生
時
の
対
応
方
法

 
   ▽
消
火
・
避
難
訓
練
の
実
施
状
況

 
  

消
防
計
画
（
有
 
・
 
無
）

 
作

成
（

直
近

改
定

）
年

月
日

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
非
常
災
害
時
計
画
（
有
 
・
 
無
）

 
 避
難
確
保
計
画
（

 有
 ・

 無
 ）

 

⑧
虐
待
防
止

 
▽
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
内
容

 
  ▽
具
体
的
な
実
施
状
況
（
研
修
の
開
催
頻
度
 
等
）

 
  

 

⑨
身
体
拘
束
廃
止

 
 
に
向
け
た
取
組

 
 
状
況

 

▽
身
体
拘
束
該
当
事
例
の
有
無
及
び
概
要
並
び
に
件
数

 
  

 記
録
の
有
・
無
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定
員

（
Ｂ
）

日
付

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

曜
日

＊
９
　
「
常

勤
換

算
後

の
人

数
（
Ｑ
）
」
＝

「
週

平
均

の
勤

務
時

間
（
Ｐ
）
の

合
計

」
　
÷

　
「
１
週

間
に
当

該
事

業
所

・
施

設
に
お
け
る
常

勤
職

員
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
Ｒ
）
」

＊
６
　
「
勤
務

形
態

（
Ｅ
）
」
欄

は
，
①

常
勤

・
専

従
，
②

常
勤

・
兼

務
，
③
非

常
勤

・
専

従
，
④

非
常

勤
・
兼

務
の

い
ず
れ

か
を
記

載
す
る
と
と
も
に
，
加

算
等

に
係
る
職
員
の
加
配
を
区
分
し
た
う
え
で
，
そ
れ
ぞ
れ
１
日
当
た
り
の
勤
務

　
　
時
間
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
７
　
「
前
年

度
の

平
均

実
利

用
者

数
（
Ｇ
）
」
の

算
出

に
当

た
っ
て
は

小
数

点
第

二
位

以
下

を
切

り
上

げ
，
「
常

勤
換

算
後

の
人

数
（
Ｑ
）
」
の

算
出

に
当

た
っ
て
は
小
数
点
第
二
以
下
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

＊
８
　
「
該
当

す
る
体

制
等

（
Ｊ
）
」
欄

は
，
京

都
市

へ
届

け
出

て
い
る
体

制
加

算
等

の
内

容
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

サ
ー
ビ
ス
提

供
時

間
（
Ｓ
）

＊
１
　
各
事
業

所
・
施

設
に
お
い
て
使

用
し
て
い
る
勤

務
割

表
等

（
変

更
の

届
出

の
場

合
は

変
更

後
の

予
定

勤
務

割
表

等
）
に
よ
り
，
届

出
の

対
象

と
な
る
従
業
者
の
職
種
，
勤
務
形
態
，
氏
名
，
当
該
業
務
の
勤
務
時
間
及
び
看
護
職
員
と
介

護
職
員
の
配

置
状

況
（
関
係

す
る
場

合
）
が

確
認

で
き
る
場

合
は

，
そ
の

書
類

を
も
っ
て
本

一
覧

表
と
し
て
提

出
い
た
だ
い
て
も
結

構
で
す
。

＊
２
　
本
表
は

，
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
ご
と
に
，
実

地
指

導
月

の
前

月
・
前
々

月
分

の
実

績
で
作

成
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
３
　
「
第
１
週
（
Ｋ
）
」
か
ら
「
第

４
週

（
Ｎ
）
」
の

「
曜

日
」
欄

に
，
曜

日
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
４
　
「
人
員

配
置

区
分

（
Ｃ
）
」
欄

は
，
報

酬
算

定
上

の
区

分
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
５
　
「
職
種

（
Ｄ
）
」
欄
は

，
直

接
サ

ー
ビ
ス
提

供
職

員
に
係

る
職

種
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

第
４
週

（
Ｎ
）

４
週

の
合

計
（
Ｏ
）

週
平

均
の

勤
務

時
間

（
Ｐ
）

常
勤

換
算

後
の

人
数

（
Ｑ
）

合
　
　
計

　
　
　
　
　
１
週

間
に
当

該
事

業
所

・
施

設
に
お
け
る
常

勤
職

員
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
Ｒ
）

人
員

配
置

区
分

（
Ｃ
）

該
当

す
る
体

制
等

（
Ｊ
）

職
種

（
Ｄ
）

勤
務

形
態

（
Ｅ
）

氏
名

（
Ｆ
）

第
１
週

（
Ｋ
）

第
２
週

（
Ｌ
）

第
３
週

（
Ｍ
）

（
障

害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

及
び

勤
務

形
態

一
覧

表
（

京
都

市
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

サ
ー
ビ
ス
種

類
（
Ａ
）

事
業

所
・
施

設
名

（
Ｈ
）

前
年

度
の

平
均

実
利

用
者

数
（
Ｇ
）

基
準

上
の

必
要

職
員

数
（
Ｉ）

実
績
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定
員

（
Ｂ

）

日
付

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

曜
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

生
活

支
援

員
常

勤
・
専

従
佐

藤
太

郎
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
1
6
0

4
0
.0

生
活

支
援

員
常

勤
・
専

従
山

本
次

郎
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
1
6
0

4
0
.0

生
活

支
援

員
常

勤
・
専

従
田

中
花

子
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
1
6
0

4
0
.0

看
護

師
常

勤
・
兼

務
鈴

木
和

子
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
1
6
0

4
0
.0

生
活

支
援

員
非

常
勤

・
兼

務
渡

辺
三

郎
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
6
4

1
6
.0

理
学

療
法

士
非

常
勤

・
専

従
高

橋
史

郎
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4
8

1
2
.0

0
0
.0

（
加

算
分

）
0

0
.0

生
活

支
援

員
常

勤
・
専

従
伊

藤
五

郎
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
1
6
0

4
0
.0

4
8

4
4

4
8

4
0

4
8

0
0

4
8

4
4

4
8

4
0

4
8

0
0

4
8

4
4

4
8

4
0

4
8

0
0

4
8

4
4

4
8

4
0

4
8

0
0

9
1
2

2
2
8
.0

5
.7

4
0

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

1
6
0

＊
９

　
「
常

勤
換

算
後

の
人

数
（
Ｑ

）
」
＝

「
週

平
均

の
勤

務
時

間
（
Ｐ

）
の

合
計

」
　

÷
　

「
１

週
間

に
当

該
事

業
所

・
施

設
に

お
け

る
常

勤
職

員
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
Ｒ

）
」

＊
６

　
「
勤

務
形

態
（
Ｅ

）
」
欄

は
，

①
常

勤
・
専

従
，

②
常

勤
・
兼

務
，

③
非

常
勤

・
専

従
，

④
非

常
勤

・
兼

務
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
と

と
も

に
，

加
算

等
に

係
る

職
員

の
加

配
を

区
分

し
た

う
え

で
，

そ
れ

ぞ
れ

１
日

当
た

り
の

勤
務

　
　

時
間

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

＊
７

　
「
前

年
度

の
平

均
実

利
用

者
数

（
Ｇ

）
」
の

算
出

に
当

た
っ

て
は

小
数

点
第

二
位

以
下

を
切

り
上

げ
，

「
常

勤
換

算
後

の
人

数
（
Ｑ

）
」
の

算
出

に
当

た
っ

て
は

小
数

点
第

二
以

下
を

切
り

捨
て

て
く
だ

さ
い

。

＊
８

　
「
該

当
す

る
体

制
等

（
Ｊ
）
」
欄

は
，

京
都

市
へ

届
け

出
て

い
る

体
制

加
算

等
の

内
容

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

（
Ｓ

）

＊
１

　
各

事
業

所
・
施

設
に

お
い

て
使

用
し

て
い

る
勤

務
割

表
等

（
変

更
の

届
出

の
場

合
は

変
更

後
の

予
定

勤
務

割
表

等
）
に

よ
り

，
届

出
の

対
象

と
な

る
従

業
者

の
職

種
，

勤
務

形
態

，
氏

名
，

当
該

業
務

の
勤

務
時

間
及

び
看

  
  

護
職

員
と

介
護

職
員

の
配

置
状

況
（
関

係
す

る
場

合
）
が

確
認

で
き

る
場

合
は

，
そ

の
書

類
を

も
っ

て
本

一
覧

表
と

し
て

提
出

い
た

だ
い

て
も

結
構

で
す

。

＊
２

　
本

表
は

，
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

に
，

実
地

指
導

月
の

前
月

・
前

々
月

分
の

実
績

で
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。

＊
３

　
「
第

１
週

（
Ｋ

）
」
か

ら
「
第

４
週

（
Ｎ

）
」
の

「
曜

日
」
欄

に
，

曜
日

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

＊
４

　
「
人

員
配

置
区

分
（
Ｃ

）
」
欄

は
，

報
酬

算
定

上
の

区
分

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

＊
５

　
「
職

種
（
Ｄ

）
」
欄

は
，

直
接

サ
ー

ビ
ス

提
供

職
員

に
係

る
職

種
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

第
４

週
（
Ｎ

）
４

週
の

合
計

（
Ｏ

）

週
平

均
の

勤
務

時
間

（
Ｐ

）

常
勤

換
算

後
の

人
数

（
Ｑ

）

合
　

　
計

　
　

　
　

　
１

週
間

に
当

該
事

業
所

・
施

設
に

お
け

る
常

勤
職

員
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
Ｒ

）

人
員

配
置

区
分

（
Ｃ

）
Ｘ

型
（
６

：
１

）
該

当
す

る
体

制
等

（
Ｊ
）

視
覚

・
聴

覚
等

支
援

体
制

職
種

（
Ｄ

）
勤

務
形

態
（
Ｅ

）
氏

名
（
Ｆ

）

第
１

週
（
Ｋ

）
第

２
週

（
Ｌ

）
第

３
週

（
Ｍ

）

（
障

害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
従

業
者

の
勤

務
の

体
制

及
び

勤
務

形
態

一
覧

表
（

京
都

市
）

サ
ー

ビ
ス

種
類

（
Ａ

）
生

活
介

護
事

業
所

・
施

設
名

（
Ｈ

）
生

活
介

護
事

業
所

○
○

○
○

3
0

前
年

度
の

平
均

実
利

用
者

数
（
Ｇ

）
2
8

基
準

上
の

必
要

職
員

数
（
Ｉ）

4
.7

記
載

例
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従

業
者

の
勤

務
の

体
制

及
び

勤
務

形
態

一
覧

表
（

　
　

　
年

　
　

　
月

分
）

職
 
 
　

種
氏

 
 
 
名

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

＊ ①
①

③
②

④
①

④

 
備

考
１

　
本

表
は

支
援

の
種

類
ご

と
に

作
成

し
て

く
だ

さ
い

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　

　
２

　
＊

欄
に

は
，

当
該

月
の

曜
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　

　
３

　
申

請
す

る
事

業
に

係
る

従
業

者
全

員
（

管
理

者
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

，
４

週
間

分
の

勤
務

す
べ

き
時

間
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

勤
務

時
間

ご
と

に
区

分
し

て
番

号
を

付
し

，
そ

の
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤

務
時

間
①

②
③

④
 
 
 
 
 
 
 
(
記

載
例

－
勤

務
時

間
　

①
８

：
３

０
～

１
７

：
０

０
，

②
１

６
：

３
０

～
１

：
０

０
，

③
０

：
３

０
～

９
：

０
０

，
④

休
日

)

 
　

　
４

　
職

種
ご

と
に

下
記

の
勤

務
形

態
の

区
分

の
順

に
ま

と
め

て
記

載
し

，
｢
週

平
均

の
勤

務
時

間
｣
に

つ
い

て
は

，
職

種
ご

と
の

Ａ
の

小
計

と
，

Ｂ
～

Ｄ
ま

で
を

加
え

た
数

の
小

計
の

行
を

挿
入

し
て

く
だ

さ
い

。

 
　

　
　

　
　

勤
務

形
態

の
区

分
　

Ａ
：

常
勤

で
専

従
　

Ｂ
：

常
勤

で
兼

務
　

Ｃ
：

常
勤

以
外

で
専

従
　

Ｄ
：

常
勤

以
外

で
兼

務

　
 
　

５
　

当
該

事
業

所
・

施
設

に
係

る
組

織
体

制
図

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
　

　
６

　
施

設
に

お
い

て
使

用
し

て
い

る
勤

務
割

表
等

に
よ

り
，

職
種

，
勤

務
形

態
，

氏
名

及
び

当
該

業
務

の
勤

務
時

間
が

確
認

で
き

る
場

合
は

，
そ

の
書

類
を

も
っ

て
添

付
書

類
と

し
て

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 
 
 
 
７

「
常

勤
換

算
後

の
人

数
」

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
小

数
点

第
二

以
下

を
切

り
捨

て
て

く
だ

さ
い

。

　
　
　
　
８
　
「
常
勤
換
算
後
の
人

数
」
＝
「
週
平
均
の
勤
務
時
間
」
　
÷
　
「
１
週
間
に
当
該
事
業
所
・
施
設
に
お
け
る
常
勤
職
員
の
勤
務
す
べ
き
時
間
数
」

支
援

の
種

類
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

事
業

所
名

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

勤
務

形
態

第
　

１
　

週
第

　
２

　
週

第
　

３
　

週
第

　
４

　
週

４
週

の
勤

務
時

間
合

計

週
平

均
の

勤
務

時
間

常
勤

換
算

後
の

人
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
記

載
例

)

１
週

間
に

当
該

事
業

所
・

施
設

に
お

け
る

常
勤

職
員

の
勤

務
す

べ
き

時
間

数
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

合
計

①

区
分

２
②

（
区

分
２
合

計
人

数
×

２
）

区
分

３
③

（
区

分
３
合

計
人

数
×

３
）

区
分

４
④

（
区

分
４
合

計
人

数
×

４
）

区
分

５
⑤

（
区

分
５
合

計
人

数
×

５
）

区
分

６
⑥

（
区

分
６
合

計
人

数
×

６
）

⑦

区
分
２

区
分

３
区

分
４

区
分

５
区

分
６

算
定
数
値

算
定
数

値
算

定
数

値
算

定
数

値
算

定
数

値

②
③

④
⑤

⑥

＋
＋

＋
＋

（
小

数
点

２
位

四
捨

五
入

）

合
計
人
数
①

÷
＝

人
（
小

数
点

２
位

以
下

切
り
上

げ
）

◆
利

用
者

の
数

　
（
前

年
度

の
平

均
）

平
均

障
害

支
援

区
分

開
所

日
数

算
出

期
間

：
　
　
　
　
年

　
　
　
　
月

　
～

　
　
　
　
　
年

　
　
　
　
月

＊
７
　
生

活
介

護
の

対
象
に
該
当
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
の

で
、
御

注
意

く
だ
さ
い
。

ア
　
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
の
う
ち
，
５
０
歳

未
満

の
場

合
　
　
　
区

分
４
以

上

イ
　
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
の
う
ち
，
５
０
歳

以
上

の
場

合
　
　
　
区

分
３
以

上

ウ
　
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
以
外
の
も
の

の
う
ち
，
５
０
歳

未
満

の
場

合
　
　
　
区

分
３
以

上

エ
　
施
設
入
所
支
援
の
利
用
者
以
外
の
も
の

の
う
ち
，
５
０
歳

以
上

の
場

合
　
　
　
区

分
２
以

上

事
業

所
名

：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
員

：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

合
計

人
数

①

平
均

障
害

支
援

区
分

・
利

用
者
数
に
関
す
る
調
書
　
　
＜
対
象
事
業
種
別
：
生
活
介
護

＞

総
延

べ
利

用
者

数

＊
４
　
「
総

延
べ

利
用

者
数
」
欄
に
は
，
当
該
月
に
お
け
る
区
分
２
～

６
の

利
用

者
の

述
べ

利
用

者
数

の
合

計
を
入

れ
て
く
だ
さ
い
。

＊
５
　
「
合

計
人

数
」
欄

に
は
，
４
～
３
月
の
総
延
べ
利
用
者
数

の
合

計
を
入

れ
て
く
だ
さ
い
。

◆
平

均
障

害
支

援
　
区

分
の

算
出

開
所
日
数
の

計
⑦

算
定

数
値

＊
６
　
「
算

定
数

値
」
欄
に
は
，
各
障
害
支
援
区
分
の
合
計
人
数

に
当

該
障

害
支

援
区

分
の

数
字

（
２
～

６
）
を
乗

じ
た
数

を
入

れ
て
く
だ
さ
い
。

＝

＊
１
　
ほ

か
に
同

等
の

内
容
が
把
握
で
き
る
資
料
が
あ
る
場
合
は

，
そ
の

資
料

を
も
っ
て
本

調
書

と
し
て
提

出
い
た
だ
い
て
も
結

構
で
す
。

＊
２
　
実

地
指

導
年

度
の
前
年
度
分
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
（
平
成

３
１
年

４
月

以
降

に
実

地
指

導
の

場
合

→
平

成
３
０
年

度
分

を
作

成
）

＊
３
　
「
区

分
２
」
～

「
区

分
６
」
の
各
区
分
ご
と
の
欄
に
は
，
当
該
月

に
お
け
る
該

当
す
る
障

害
支

援
区

分
ご
と
の

利
用

者
の

述
べ

利
用

者
数

を
入

れ
て
く
だ
さ
い
。
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４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月
合

計

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

3
0
5
 

 3
,6

6
0
①

 

区
分

２
1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
8
0
 

3
6
0
②

 
（
区

分
２

合
計

人
数

×
２

）

区
分

３
1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
2
0
0
 

3
,6

0
0
③

 
（
区

分
３

合
計

人
数

×
３

）

区
分

４
4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
8
0
 

1
,9

2
0
④

 
（
区

分
４

合
計

人
数

×
４

）

区
分

５
1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
2
0
0
 

6
,0

0
0
⑤

 
（
区

分
５

合
計

人
数

×
５

）

区
分

６
5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

6
0
0
 

3
,6

0
0
⑥

 
（
区

分
６

合
計

人
数

×
６

）

2
2
 

2
2
 

2
3
 

2
2
 

2
2
 

2
3
 

2
2
 

2
3
 

2
2
 

2
2
 

2
2
 

2
2
 

2
6
9
⑦

 

区
分

２
区

分
３

区
分

４
区

分
５

区
分

６

算
定

数
値

算
定

数
値

算
定

数
値

算
定

数
値

算
定

数
値

②
③

④
⑤

⑥

3
6
0

＋
3
,6

0
0

＋
1
,9

2
0

＋
6
,0

0
0

＋
3
,6

0
0

（
小

数
点

２
位

四
捨

五
入

）

合
計

人
数

①

3
,6

6
0

÷
2
6
9

＝
1
3
.6

人
（
小

数
点

２
位

以
下

切
り

上
げ

）

◆
利

用
者

の
数

　
（
前

年
度

の
平

均
）

平
均

障
害

支
援

区
分

開
所

日
数

算
出

期
間

：
　

　
元

年
　

　
　

４
月

　
～

　
　

　
２

年
　

　
　

３
月

＊
７

　
生

活
介

護
の

対
象

に
該

当
す

る
者

は
、

次
の

と
お

り
で

す
の

で
、

御
注

意
く
だ

さ
い

。

ア
　

施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

の
う

ち
，

５
０

歳
未

満
の

場
合

　
　

　
区

分
４

以
上

イ
　

施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

の
う

ち
，

５
０

歳
以

上
の

場
合

　
　

　
区

分
３

以
上

ウ
　

施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

以
外

の
も

の
の

う
ち

，
５

０
歳

未
満

の
場

合
　

　
　

区
分

３
以

上

エ
　

施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

以
外

の
も

の
の

う
ち

，
５

０
歳

以
上

の
場

合
　

　
　

区
分

２
以

上

事
業

所
名

：
　

生
活

介
護

事
業

所
○

○
○

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

定
員

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

３
０

　
名

合
計

人
数

①

平
均

障
害

支
援

区
分

・
利

用
者
数
に
関
す
る
調
書
　
　
＜
対
象
事
業
種
別
：
生
活
介
護

＞

総
延

べ
利

用
者

数

＊
４

　
「
総

延
べ

利
用

者
数

」
欄

に
は

，
当

該
月

に
お

け
る

区
分

２
～

６
の

利
用

者
の

延
べ

利
用

者
数

の
合

計
を

入
れ

て
く
だ

さ
い

。

＊
５

　
「
合

計
人

数
」
欄

に
は

，
４

～
３

月
の

総
延

べ
利

用
者

数
の

合
計

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

◆
平

均
障

害
支

援
　

区
分

の
算

出

開
所

日
数

の
計

⑦

算
定

数
値

＊
６

　
「
算

定
数

値
」
欄

に
は

，
各

障
害

支
援

区
分

の
合

計
人

数
に

当
該

障
害

支
援

区
分

の
数

字
（
２

～
６

）
を

乗
じ

た
数

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

3
6
6
0

＝
4
.2

＊
１

　
ほ

か
に

同
等

の
内

容
が

把
握

で
き

る
資

料
が

あ
る

場
合

は
，

そ
の

資
料

を
も

っ
て

本
調

書
と

し
て

提
出

い
た

だ
い

て
も

結
構

で
す

。

＊
２

　
実

地
指

導
年

度
の

前
年

度
分

を
作

成
し

て
く
だ

さ
い

。
（
平

成
３

１
年

４
月

以
降

に
実

地
指

導
の

場
合

→
平

成
３

０
年

度
分

を
作

成
）

＊
３

　
「
区

分
２

」
～

「
区

分
６

」
の

各
区

分
ご

と
の

欄
に

は
，

当
該

月
に

お
け

る
該

当
す

る
障

害
支

援
区

分
ご

と
の

利
用

者
の

延
べ

利
用

者
数

を
入

れ
て

く
だ

さ
い

。
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障害福祉サービス事業所における利用者数に関する調書（京都市） 
 

        療養介護・短期入所・施設入所支援・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・ 

        就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援・自立生活援助 

共同生活援助（介護サービス包括型，外部サービス利用型，日中サービス支援型） 

       ＊該当するサービスを○で囲んでください 
 
事業所名                算出期間：   年  月 ～   年  月 
（定員       名） 
 
 ＜人員配置の基礎となる利用者数＞ 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

延べ利用者数       

開所日数       

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

延べ利用者数       

開所日数       

 
延べ利用者数 
の計（Ａ） 人 開所日数の 

計（Ｂ） 日 Ａ÷Ｂ 人 

                            （小数点２位以下切り上げ） 
＊１ 事業種別ごとに作成してください。（多機能型事業所においても，事業種別ごとに作成してください。） 
   なお，他に同等の内容が把握できる資料がある場合は，その資料をもって本調書として提出いただいても結構です。 
＊２ 実地指導年度の前年度分を作成してください。（平成３１年４月以降に実地指導の場合→平成３０年度分を作成） 
＊３ 新たに事業を開始・再開した事業所で，前年度の実績が１年未満の場合（前年度実績が全くない場合も含む。）の利用 
  者数については，次のとおりとしてください。 
  ・新設又は増床，定員増の時点から６ヶ月未満の間は，利用定員の９０％を利用者数とする。 
  ・新設又は増床，定員増の時点から６ヶ月以上１年未満の間は，直近の６ヶ月における全利用者の延べ数を当該６ヶ月 
   間の開所日数で除して得た数とする。 
  ・新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は，直近１年間における全利用者の延べ数を当該１年間の開所日 
   数で除して得た数とする。 
  ・減少の場合には，減少後の実績が３ヶ月以上あるときは，減少後の利用者数の延べ数を当該３ヶ月間の開所日数で除 
   して得た数とする。 
＊４ 特定旧法指定施設が指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場合の「前年度の平均値」については，当該指定等を 
  申請した日の前日から直近１ヶ月間の全利用者の延べ数を当該１ヶ月間の開所日数で除して得た数とし，当該指定等後 
  ３ヶ月間の実績により見直すことができることとします。 
＊５ 療養介護，施設入所支援，宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては，入所等した日

を含み，退所等した日は含まないものとします。 
＊６ 短期入所について，障害者支援施設等の併設型又は空床利用型の場合においては，当該施設に入所する利用者数を含 
  めた数を利用者数としてください。 

対

象

事 

業 

種 
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障害福祉サービス事業所における利用者数に関する調書（京都市） 

 

        療養介護・短期入所・施設入所支援・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・ 

        就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援・自立生活援助 

共同生活援助（介護サービス包括型，外部サービス利用型，日中サービス支援型） 

       ＊該当するサービスを○で囲んでください 
 
事業所名   ○○○○○         算出期間：  元年 ４月 ～  ２年 ３月 
（定員     ３０名） 
 ＜人員配置の基礎となる利用者数＞ 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

延べ利用者数 575 570 577 571 580 569 

開所日数 22 22 23 22 23 23 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

延べ利用者数 580 566 566 568 583 578 

開所日数 22 23 22 22 22 23 

 
延べ利用者数 
の計（Ａ） 6,883 人 開所日数の 

計（Ｂ） 269 日 Ａ÷Ｂ 25.6 人 

※就労定着支援，自立生活援助については，（Ｂ）は開所月数の計になる。 （小数点２位以下切り上げ） 
 
＊１ 事業種別ごとに作成してください。（多機能型事業所においても，事業種別ごとに作成してください。） 
   なお，他に同等の内容が把握できる資料がある場合は，その資料をもって本調書として提出いただいても結構です。 
＊２ 実地指導年度の前年度分を作成してください。（平成３１年４月以降に実地指導の場合→平成３０年度分を作成） 
＊３ 新たに事業を開始・再開した事業所で，前年度の実績が１年未満の場合（前年度実績が全くない場合も含む。）の利用 
  者数については，次のとおりとしてください。 

・新設又は増床，定員増の時点から６ヶ月未満の間は，利用定員の９０％を利用者数とする。 
（就労定着支援については，便宜上，生活介護，自立訓練，就労移行支援又は就労継続支援を受けた後に一般就労（就

労継続支援Ａ型事業所への移行は除く。）し，就労を継続している期間が 6 月に達した者の数の過去 3 年間の総数の７

０％を利用者数とする。） 
 （自立生活援助については，指定申請書類の利用者の推定数の 90％を利用者数とする。） 

 ・新設又は増床，定員増の時点から６ヶ月以上１年未満の間は，直近の６ヶ月における全利用者の延べ数を当該６ヶ月間

の開所日数（就労定着支援，自立生活援助については，6）で除して得た数とする。 
 ・新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は，直近１年間における全利用者の延べ数を当該１年間の開所日数

（就労定着支援，自立生活援助については，12）で除して得た数とする。 
 ・減少の場合には，減少後の実績が３ヶ月以上あるときは，減少後の利用者数の延べ数を当該３ヶ月間の開所日数で除し

て得た数とする。 
＊４ 療養介護，施設入所支援，宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては，入所等した日

を含み，退所等した日は含まないものとします。 
＊５ 短期入所について，障害者支援施設等の併設型又は空床利用型の場合においては，当該施設に入所する利用者数を含 
  めた数を利用者数としてください。 

対

象

事 

業 

種 
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月
日付 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１
曜日

1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0

10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※　ほかに同等の内容が把握できる資料がある場合は，その資料をもって本算定シートとして提出いただいても結構です。

　

生活介護利用者の利用時間算定シート
法人名　 事業所名　

利用者氏名
月

計

利用者数

月
日付 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１
曜日

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計

月



42

利用時間 合計 ÷ =

【減算の内容，作成の留意事項等】
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

※各利用者の合計利用時間÷各利用者の合計日数＝利用者ごとの1日当たりの平均利用時間。

月 月 月

※①÷②が100分の50以上であれば短時間利用減算適用。

短時間利用減算算出方法

合計
延べ利用者

※　利用時間が5時間未満の利用者等の割合が，事業所の利
用者全体の100分の50以上に該当・・・所定単位数の30％減
算。
※　利用時間には，送迎のみを実施する時間は含まれないもので
あること。
※　利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定に当たって
は，やむを得ない事情により5時間未満の利用となった利用者を
除いても差し支えない。（なお，やむを得ない理由については，
利用者やその家族等の意向等が十分に勘案された上で，サービ
ス担当者会議において検討され，サービス等利用計画等に位置
付けられていることが前提である。）
※　送迎に長時間を要する利用者については，利用時間が5時間
未満の利用者の割合の算定から除いても差し支えない。
※　送迎に長時間を要する利用者，やむを得ない理由につき，5
時間未満の割合の算定から外す利用者については，利用者名は
書くが，利用時間は書かないこと。
※　短時間利用減算及び開所時間減算に該当する場合は，減
算となる単位数が大きい方についてのみ減算する。減算となる単
位数が同じ場合は，いずれか一方のみ減算する。
※　必要に応じてマスは増やしてください。

利用者氏名 合計

各利用者について，前３月における利用時間の合計時間を，利用日数で除して，利用日１日当たりの平均利用時間を算出。
当該月における，上記により算出した平均利用時間が５時間未満の利用者の延べ人数を，事業所の利用者の延べ人数で除する。

各利用者の合
計日数

月 　月 　月 　月

利用者１日当た
りの平均利用時

①÷②
②事業所の延べ人数
①平均利用時間が5時間未満の利用者の延べ人数

月
日付 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１
曜日

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

月

計
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２１　利用者数に関する調書（京都市）

名

　年　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

利用人数

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

利用人数

　年　月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

利用人数

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

利用人数

備考 １　直近2月分の日々の利用人数を記載してください。

２　事業種別ごとに作成してください（多機能型事業所においても，事業種別ごとに作成してください）。

　なお，他に同等の内容が把握できる資料がある場合は，その資料をもって本調書として提出いただいても結構です。

利用実績
合計数

利用実績
合計数

＜対象サービス＞　　＊該当するサービスを○で囲んでください

児童発達支援，放課後等デイサービス，福祉型障害児入所施設，医療型障害児
入所施設

定員：

事業所名：
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２１　利用者数に関する調書（京都市）

10 名

○年○月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

利用人数 10 10 10 9 7 10 8 6 9 10 10 10 8 6 9 10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

利用人数 10 10 9 8 10 7 10 10 6 10 10 10 8 10

△年△月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

利用人数 8 9 10 9 7 10 10 6 9 10 10 10 8 6 10 10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

利用人数 7 10 9 8 10 7 8 10 6 10 7 10 10 10 9

備考 １　直近2月分の日々の利用人数を記載してください。

２　事業種別ごとに作成してください（多機能型事業所においても，事業種別ごとに作成してください）。

　なお，他に同等の内容が把握できる資料がある場合は，その資料をもって本調書として提出いただいても結構です。

利用実績
合計数

270

利用実績
合計数

273

＜対象サービス＞　　＊該当するサービスを○で囲んでください

児童発達支援，放課後等デイサービス，福祉型障害児入所施設，医療型障害児
入所施設

定員：

事業所名： ○○○○
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